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︱
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は

じ

め

に

︱
︱
日
韓
会
談
関
連
外
交
文
書
の
公
開

二

朴
正
熙
軍
事
政
権
の
成
立
と
日
米
の
対
応

︱
︱
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談
︵
一
九
六
一
年
六
月
︶

三

ソ
ウ
ル
か
ら
の
期
待

四

政
治
決
着
の
前
史

︱
︱
張
勉
政
権
期
の
日
韓
折
衝
と
請
求
権
問
題

︵
以
上
本
号
︶

一

は

じ

め

に

︱
︱
日
韓
会
談
関
連
外
交
文
書
の
公
開

一
九
六
五
年
に
成
立
し
た
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
関
す
る
日
韓
両
国
の
外
交
文
書
が
近
年
相
次
い
で
公
開
さ
れ
た
。
一
九
五
一
年

一
〇
月
の
予
備
会
談
か
ら
始
ま
り
、
一
九
五
二
年
の
本
会
談
の
公
式
開
始
か
ら
も
一
三
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
た
外
交
史
上
の
難
交

1



渉
に
つ
い
て
、
よ
う
や
く
本
格
的
な
歴
史
研
究
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
交
渉
過
程
の
実
証
的
な
解
明
は
、
戦
後
補

償
や
日
朝
交
渉
な
ど
、
現
在
的
課
題
に
も
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。

日
韓
両
国
と
も
に
、
外
交
文
書
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
﹁
三
〇
年
ル
ー
ル
﹂
に
基
づ
く
公
開
制
度
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日

韓
会
談
関
連
文
書
に
つ
い
て
は
、
交
渉
終
了
か
ら
三
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
日
朝
交
渉
へ
の
影
響
を
懸
念
し
た
日
本

政
府
の
反
対
で
、
日
韓
と
も
公
開
が
見
送
ら
れ
て

(

)

き
た
。
し
か
し
、
近
年
、
韓
国
に
お
け
る
政
治
的
民
主
化
の
進
展
、
日
韓
両
国
に
お

2

け
る
情
報
公
開
や
戦
後
補
償
を
求
め
る
運
動
の
高
ま
り
の
中
、
市
民
団
体
の
資
料
請
求
が
き
か
っ
け
と
な
っ
て
、
外
交
文
書
の
公
開
が

実
現
し
た
の
で
あ
る
。

先
に
資
料
公
開
に
踏
み
切
っ
た
の
は
韓
国
政
府
で
あ
っ
た
。
戦
後
補
償
を
求
め
る
市
民
団
体
の
情
報
公
開
請
求
が
き
っ
か
け
で
あ

(

)

っ
た
。
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
、
韓
国
に
お
け
る
戦
時
強
制
動
員
被
害
者
一
〇
〇
名
が
日
韓
会
談
文
書
の
開
示
を
求
め
て
、
ソ
ウ
ル
行
政

3
法
廷
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
そ
の
結
果
、
原
告
側
が
要
求
し
た
五
七
件
中
五
件
の
文
書
に
つ
い
て
、
原
告
が
自
ら
の
個
人
請
求
権
の
消

滅
如
何
を
判
断
で
き
る
資
料
で
あ
る
と
し
て
、
公
開
を
命
じ
る
判
決
が
下
さ
れ
た
。
被
告
側
の
韓
国
外
交
通
商
部
は
い
っ
た
ん
控
訴
し

た
も
の
の
、
勝
訴
の
見
通
し
が
な
い
と
判
断
し
、
二
〇
〇
五
年
一
月
、
五
件
︵
約
一
〇
〇
〇
枚
︶
の
文
書
公
開
︵
第
一
次
︶
に
踏
み
切

っ
た
。
さ
ら
に
、
盧
武
鉉
政
権
は
、﹁
歴
史
清
算
事
業
﹂
の
一
環
と
し
て
、
日
韓
会
談
関
連
文
書
を
﹁
全
面
公
開
﹂
す
る
方
針
を

(

)

決
め
、

4

二
〇
〇
五
年
八
月
、
一
五
六
件
約
三
万
六
〇
〇
〇
枚
の
第
二
次
公
開
が
行
わ

(

)

れ
た
。
一
三
年
以
上
の
長
期
交
渉
と
し
て
は
、
決
し
て
量

5

的
に
多
く
な
く
、﹁
全
面
公
開
﹂
へ
の
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
間
委
員
と
し
て
公
開
作
業
に
関
わ
っ
た
田
鉉
秀
は
﹁
韓

国
政
府
が
保
有
し
て
い
る
韓
日
会
談
文
書
は
す
べ
て
公
開
さ
れ
た
﹂
と
証
言
し
、
資
料
の
貧
弱
さ
に
つ
い
て
は
、
文
書
管
理
保
存
制
度

の
不
備
、
事
務
的
判
断
に
よ
る
文
書
の
廃
棄
な
ど
の
制
度
的
・
行
政
的
な
要
因
を
上
げ
て

(

)

い
る
。
他
に
、
政
権
交
代
期
な
ど
の
政
治
的

6

判
断
や
混
乱
に
よ
る
資
料
の
逸
失
や
廃
棄
に
関
す
る
証
言
な
ど
も
あ
る
。

一
方
、
日
本
側
外
交
文
書
の
公
開
は
、
こ
う
し
た
韓
国
側
の
動
き
に
触
発
さ
れ
た
市
民
団
体
の
開
示
請
求
に
よ
っ
て
実
現

(

)

し
た
。
吉

7
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澤
文
寿
や
太
田
修
ら
の
研
究
者
と
戦
後
補
償
を
求
め
る
市
民
団
体
を
中
心
に
結
成
︵
二
〇
〇
五
年
一
二
月
︶
さ
れ
た
﹁
日
韓
会
談
文
書
・

全
面
公
開
を
求
め
る
会
﹂
が
、
二
〇
〇
六
年
四
月
、
情
報
公
開
法
に
よ
る
日
韓
会
談
文
書
の
開
示
請
求
を
外
務
省
に
対
し
て
行
っ
た
の

を
皮
切
り
に
、
部
分
開
示
や
非
開
示
決
定
に
つ
い
て
、
外
務
省
を
相
手
取
っ
て
提
訴
し
た
結
果
、
日
本
外
務
省
は
二
〇
〇
六
年
八
月
か

ら
二
〇
〇
八
年
五
月
ま
で
、
七
回
に
わ
た
っ
て
合
計
一
三
六
九
件
約
六
万
枚
の
文
書
を
公
開
し
た
。
外
務
省
に
よ
る
と
、
公
開
審
査
の

対
象
と
な
っ
た
日
韓
会
談
関
連
文
書
一
九
一
六
件
の
う
ち
、
開
示
一
三
六
九
件
、
不
開
示
二
三
件
、
部
分
開
示
︵﹁
黒
塗
り
﹂
に
よ
る
削

除
︶
五
二
四
件
で
あ
り
、
開
示
対
象
の
文
書
の
う
ち
二
八
・
五
％
が
不
開
示
ま
た
は
部
分
開
示
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
外
務
省

は
こ
れ
で
日
韓
会
談
関
連
文
書
は
す
べ
て
公
開
し
た
と
し
て
い
る
。

公
開
さ
れ
た
日
韓
の
外
交
文
書
は
、
会
談
の
議
事
録
や
内
部
の
検
討
資
料
が
中
心
で
あ
り
、
国
交
正
常
化
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
明

す
る
た
め
の
公
式
の
基
本
資
料
が
そ
ろ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
量
的
に
は
日
本
側
文
書
の
方
が
多
い
が
、
公
開
さ
れ
た
文
書
の
部
分
削
除

︵
い
わ
ゆ
る
﹁
黒
塗
り
﹂︶
が
目
立
ち
、
事
実
の
解
明
を
阻
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
、
日
韓
交
渉
の
焦
点
で
あ
っ
た
﹁
請
求
権
﹂
問
題
と

の
関
連
で
日
本
側
が
検
討
も
し
く
は
提
示
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
﹁
黒
塗
り
﹂
さ
れ
て
お
り
、
請
求
権
を
め
ぐ
る
交
渉
経

緯
の
完
全
な
解
明
は
不
可
能
で
あ
る
。
日
本
側
の
削
除
は
徹
底
し
て
お
り
、
人
名
に
つ
い
て
も
、
政
府
関
係
者
以
外
は
原
則
と
し
て
す

べ
て
﹁
黒
塗
り
﹂
で
不
開
示
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
朴
正
熙
大
統
領
の
訪
日
︵
一
九
六
一
年
一
一
月
︶
に
同
行
し
た
韓
国
側
新

聞
記
者
や
財
界
代
表
な
ど
の
名
前
も
す
べ
て
伏
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、
韓
国
側
の
外
交
文
書
に
は
、
政
治
的
に
敏
感
な
情
報
を
提

供
し
た
ア
メ
リ
カ
大
使
館
員
や
日
本
の
財
界
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
実
名
が
そ
の
ま
ま
公
開
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
対
照
を
な
し

て
い
る
。

こ
う
し
た
日
韓
の
外
交
文
書
公
開
を
受
け
て
、
日
韓
会
談
研
究
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
非
公
式
に
流
出
し
た

公
式
記
録
や
外
交
文
書
を
部
分
的
に
利
用
し
た
研
究
は
あ
っ
た
が
、
当
時
の
新
聞
や
雑
誌
、
関
係
者
の
回
顧
録
な
ど
の
間
接
的
な
資
料

に
大
き
く
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
、
交
渉
に
関
わ
る
基
本
的
な
事
実
関
係
を
め
ぐ
っ
て
誤
解
や
混
乱
が
多
く
、
両
国
政
府
の

日韓の新公開外交文書に見る日韓会談とアメリカ（1）（李 鍾元）
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交
渉
戦
略
や
政
策
決
定
過
程
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
推
測
の
域
を
超
え
な
い
の
が
実
状
で
あ
っ
た
。
今
回
の
外
交
文
書
公
開
で
、
本
来

の
意
味
で
の
実
証
的
な
研
究
が
よ
う
や
く
可
能
に
な
っ
た
と
い

(

)

え
る
。
二
〇
〇
五
年
の
韓
国
外
交
文
書
の
公
開
を
受
け
て
、
韓
国
で
は

8

日
韓
会
談
研
究
が
新
た
に
触
発
さ
れ
、
外
交
文
書
に
基
づ
く
実
証
研
究
の
成
果
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
て

(

)

い
る
。

9

本
稿
で
は
、
日
韓
の
外
交
文
書
を
土
台
に
、
日
韓
会
談
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
役
割
に
つ
い
て
実
証
的
な
解
明
を
試
み
る
作
業
の
一

環
と
し
て
、
一
九
六
一
年
六
月
の
朴
正
熙
軍
事
政
権
の
成
立
か
ら
、
最
大
の
障
害
だ
っ
た
請
求
権
問
題
に
政
治
的
な
突
破
口
を
開
い
た

大
平
・
金
鍾
泌
会
談
︵
一
九
六
二
年
一
一
月
︶
ま
で
の
期
間
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
こ
の
期
間
が
、
朴
正
熙
軍
事
政
権
の
誕
生
を
受
け

て
、
ア
メ
リ
カ
が
日
韓
交
渉
の
﹁
短
期
決
着
﹂
に
向
け
て
、
も
っ
と
も
精
力
的
に
関
与
を
試
み
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ

カ
側
の
動
き
に
関
す
る
資
料
の
密
度
が
も
っ
と
も
高
い
時
期
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
は
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
側
外
交
文
書
に
基
づ
い
て
、
日
韓
会
談
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
役
割
に
つ
い
て
、
一
連
の
分
析
を
行
っ
た

こ
と
が

(

)

あ
る
。
日
韓
会
談
と
い
う
二
国
間
交
渉
の
分
析
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
第
三
者
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
注
目
し
た
の
は
、

10

当
時
、
日
韓
の
公
式
資
料
が
公
開
さ
れ
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
外
交
文
書
を
用
い
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
資
料
的
制
約
も

(

)

あ
る
。
し
か

11

し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
日
韓
会
談
は
日
米
韓
の
三
か
国
間
の
交
渉
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
そ
の
開
始
か
ら
妥
結
に
至
る
ま
で
、
ア
メ
リ

カ
が
交
渉
過
程
に
深
く
関
与
し
て
い
た
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
韓
会
談
が
終
盤
に
差
し
掛
か
っ
た
一
九
六
四
年
一
〇

月
に
作
成
さ
れ
た
韓
国
政
府
の
報
告
書
は
、﹁
今
や
明
ら
か
に
会
談
の
重
点
︵
中
心
地
︶
は
、﹃
ソ
ウ
ル
﹄
で
も
東
京
で
も
な
く
、﹃
ワ

シ
ン
ト
ン
﹄
に
移
っ
た
﹂
と
記
し
て
い
る
が
、
日
韓
交
渉
の
実
態
か
ら
み
て
、
決
し
て
誇
張
で
は

(

)

な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
日
韓
会

12

談
の
中
心
的
な
争
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
請
求
権
の
金
額
の
決
定
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
関
与
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
半
面
、
実
際
の
関
与
の
過
程
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
﹁
力
の
限
界
﹂
も
露
呈
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
の
資
料
に
基
づ
い
た

分
析
か
ら
得
ら
れ
る
印
象
と
は
違
っ
て
、
日
韓
の
外
交
文
書
か
ら
は
、
日
韓
両
国
が
そ
れ
ぞ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
圧
力
を
受
け
つ
つ
も
、

自
ら
の
利
害
を
確
保
す
べ
く
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
の
影
響
力
を
﹁
活
用
﹂
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
﹁
抵
抗
﹂
ま
た
は
﹁
無
力
化
﹂
し
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て
い
く
と
い
う
立
体
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
国
際
政
治
の
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
側
の
外
交
文
書
は
、
主
と
し
て

ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
け
る
政
策
決
定
過
程
に
関
連
す
る
も
の
が
多
い
の
に
対
し
て
、
日
韓
の
外
交
文
書
は
、
い
わ
ば
ア
メ
リ
カ
の
政
策
の

﹁
現
場
﹂
と
で
も
い
う
べ
き
、
ソ
ウ
ル
や
東
京
の
大
使
館
と
日
韓
政
府
と
の
間
の
や
り
と
り
に
関
す
る
資
料
を
豊
富
に
含
ん
で
お
り
、

ア
メ
リ
カ
の
対
韓
・
対
日
外
交
の
﹁
実
態
﹂
を
示
し
て
く
れ
る
。
以
下
で
は
、
一
九
六
一
年
五
月
朴
正
熙
軍
事
政
権
の
成
立
か
ら
、
一

九
六
二
年
一
一
月
の
﹁
大
平
・
金
メ
モ
﹂
に
至
る
ま
で
の
期
間
を
対
象
に
、
ア
メ
リ
カ
の
関
与
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
日
米
韓
の
ト
ラ
イ

ア
ン
グ
ル
の
外
交
の
力
学
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

︵

︶

本
稿
は
、
日
本
国
際
政
治
学
会
二
〇
〇
八
年
度
研
究
大
会
︵
つ
く
ば
国
際
会
議
場
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
四
日
～
一
〇
月
二
六
日
︶
で
の
部
会
報
告
論
文
に
大
幅

1
な
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

︵

︶

韓
国
の
外
交
通
商
部
関
係
者
は
、
二
〇
〇
四
年
一
月
に
開
か
れ
た
日
韓
会
談
関
連
外
交
文
書
の
公
開
を
め
ぐ
る
裁
判
で
、
﹁
一
九
九
三
年
一
〇
月
、
日
韓
会
談
文
書

2
の
公
開
を
検
討
し
た
が
、
外
交
通
商
部
ア
ジ
ア
太
平
洋
局
が
﹃
日
本
と
の
外
交
紛
争
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
関
係
国
と
の
協
議
の
後
、
公
開
す
る
か
ど
う

か
を
決
定
す
べ
き
﹄
と
い
う
見
解
を
示
し
た
﹂
た
め
、﹁
日
本
の
外
務
省
と
公
開
に
つ
い
て
協
議
し
た
が
、
日
本
側
は
﹃
関
連
文
書
が
日
本
の
外
交
に
関
す
る
重
要
な
情

報
を
含
ん
で
い
る
﹄
と
主
張
し
、
公
開
し
な
い
よ
う
求
め
た
﹂
と
証
言
し
た
。﹃
聯
合
ニ
ュ
ー
ス
﹄
二
〇
〇
四
年
一
月
一
一
日
。
韓
国
政
府
は
金
泳
三
政
権
期
の
一
九
九

七
年
に
も
日
韓
会
談
関
連
文
書
の
一
部
を
公
開
す
る
方
針
を
固
め
た
が
、
日
本
外
務
省
が
﹁
た
と
え
一
部
公
開
で
も
、
日
朝
交
渉
や
日
韓
の
信
頼
関
係
へ
の
影
響
を
強

く
懸
念
す
る
﹂
と
事
実
上
の
﹁
非
公
開
要
請
﹂
を
行
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
再
度
公
開
を
見
送
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
っ
た
。﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
九
七
年
二
月
二
〇
日
、

太
田
修
﹁
日
韓
財
産
請
求
権
問
題
の
再
考
︱
︱
脱
植
民
地
主
義
の
視
角
か
ら
﹂﹃
文
学
部
論
集
﹄︵
仏
教
大
学
文
学
部
︶
九
〇
号
︵
二
〇
〇
六
年
三
月
︶、
二
頁
か
ら
再
引

用
。

︵

︶

韓
国
外
交
文
書
の
公
開
に
至
っ
た
経
緯
や
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
金
昌
祿
＊
﹁﹃
韓
日
請
求
権
協
定
﹄
関
連
文
書
公
開
の
意
味
﹂
﹃
歴
史
批
評
﹄
七
〇
号
︵
二
〇

3
〇
五
年
春
︶
、
二
二
～
三
八
頁
︵
＊
は
韓
国
語
文
献
、
以
下
同
様
︶；

太
田
修
﹁
日
韓
財
産
請
求
権
問
題
の
再
考
︱
︱
脱
植
民
地
主
義
の
視
角
か
ら
﹂、
一
～
一
一
頁；

李

元
徳
﹁
歴
史
と
し
て
の
日
韓
基
本
条
約
研
究
︱
︱
日
韓
外
交
文
書
公
開
の
意
義
﹂︵
日
本
国
際
政
治
学
会
二
〇
〇
八
年
度
研
究
大
会
報
告
論
文
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二

五
日
︶；

吉
澤
文
寿
﹁
二
〇
〇
五
年
に
韓
国
で
公
開
さ
れ
た
日
韓
会
談
関
連
外
交
文
書
﹂﹃
N
ew
sletter﹄︵
近
現
代
東
北
ア
ジ
ア
地
域
史
研
究
会
︶
一
八
号
︵
二
〇
〇
六

年
一
二
月
︶
、
五
二
～
五
九
頁；

同
﹁
公
開
さ
れ
た
日
韓
会
談
関
連
外
交
文
書
に
つ
い
て
﹂﹃
戦
争
責
任
研
究
﹄
四
九
号
︵
二
〇
〇
五
年
秋
期
号
︶
、
一
四
～
二
一
頁；

同

﹁
韓
国
政
府
に
よ
る
日
韓
会
談
文
書
全
面
公
開
と
日
本
の
課
題
﹂﹃
イ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
﹄
一
四
九
号
︵
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
︶
、
三
八
～
四
三
頁
な
ど
を
参
照
。

︵

︶

二
〇
〇
五
年
の
文
書
公
開
決
定
過
程
で
、
韓
国
政
府
内
に
も
意
見
の
対
立
が
あ
り
、
外
交
通
商
部
は
、
日
本
政
府
の
反
対
や
日
韓
関
係
へ
の
影
響
へ
の
憂
慮
か
ら
、

4
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文
書
公
開
に
消
極
的
で
あ
っ
た
が
、
青
瓦
台
︵
大
統
領
府
︶
の
主
導
で
、
包
括
的
な
﹁
対
日
歴
史
清
算
プ
ロ
セ
ス
﹂
の
一
環
と
し
て
関
連
外
交
文
書
の
全
面
公
開
に
踏

み
切
っ
た
と
い
う
。
堀
山
明
子
﹁
韓
日
協
定
の
文
書
公
開
と
盧
武
鉉
政
権
の
被
害
補
償
政
策
﹂﹃
日
本
空
間
﹄
二
号
︵
二
〇
〇
七
年
一
一
月
︶、
二
〇
三
～
二
一
〇
頁；

同
＊
﹁
盧
武
鉉
政
権
の
韓
日
過
去
事
処
理
︱
︱
韓
日
協
定
文
書
公
開
と
被
害
者
救
済
の
決
定
過
程
を
中
心
に
﹂︵
韓
国
国
民
大
学
校
大
学
院
国
際
地
域
学
科
修
士
学
位
論

文
、
二
〇
〇
八
︶、
一
五
～
一
八
頁
。

︵

︶

公
開
さ
れ
た
韓
国
外
交
文
書
は
ソ
ウ
ル
市
所
在
の
外
交
史
料
館
で
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
韓
国
の
日
刊
紙
﹃
東
亜
日
報
﹄
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
全
文
書

5
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
︵
h
ttp
://w
w
w
.d
on
g
a.com
/n
ew
s/d
_story
/p
olitics/K
_J_ag
reem
en
t65/d
ata.h
tm
l︶。
日
本
語
に
よ
る
韓
国
公

開
外
交
文
書
の
リ
ス
ト
の
紹
介
や
解
題
と
し
て
は
、
李
洋
秀
編
・
訳
﹁
資
料
紹
介
・
韓
国
側
文
書
に
見
る
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
﹂︵
一
︶
～
︵
四
︶﹃
戦
争
責
任
研
究
﹄

五
三
号
︵
二
〇
〇
六
年
秋
期
号
︶
～
五
七
号
︵
二
〇
〇
七
年
秋
期
号
︶；

福
原
裕
二
﹁
資
料
・
日
韓
会
談
文
書
目
録
﹂﹃
北
東
ア
ジ
ア
研
究
﹄
一
〇
号
︵
二
〇
〇
六
年
一

月
︶
、
一
四
一
～
一
五
四
頁
な
ど
が
あ
る
。
韓
国
で
は
、
韓
国
国
民
大
学
日
本
学
研
究
所
が
公
開
外
交
文
書
す
べ
て
に
目
次
や
要
旨
を
付
け
た
解
説
資
料
と
し
て
、
国
民

大
学
校
日
本
学
研
究
所
＊
﹃
韓
日
会
談
外
交
文
書
解
題
集
﹄
全
五
巻
︵
ソ
ウ
ル
：
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財
団
、
二
〇
〇
八
︶
を
刊
行
し
た
。
韓
国
の
外
交
文
書
管
理
公
開

制
度
の
一
般
的
な
仕
組
み
、
日
韓
会
談
関
連
資
料
の
管
理
状
況
や
公
開
の
現
状
を
解
説
し
た
も
の
と
し
て
は
、
田
鉉
秀
＊
﹁
外
交
文
書
管
理
制
度
の
改
善
方
向
﹂﹃
記
録

学
研
究
﹄
一
三
号
︵
二
〇
〇
六
年
四
月
︶、
二
〇
五
～
二
三
一
頁
が
あ
る
。
韓
国
の
外
交
文
書
お
よ
び
公
開
制
度
の
概
略
に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
は
、
木
宮
正
史
﹁
韓

国
外
交
史
料
館
﹂﹃
現
代
韓
国
朝
鮮
研
究
﹄
八
号
︵
二
〇
〇
八
年
︶、
七
～
一
一
頁
が
便
利
で
あ
る
。

︵

︶

田
鉉
秀
＊
﹁
外
交
文
書
管
理
制
度
の
改
善
方
向
﹂、
二
〇
七
頁
。

6
︵

︶

日
本
側
外
交
文
書
の
公
開
に
至
っ
た
経
緯
や
内
容
の
紹
介
に
つ
い
て
は
、
吉
澤
文
寿
﹁
日
本
に
お
け
る
日
韓
会
談
関
連
外
交
文
書
の
公
開
状
況
に
つ
い
て
︱
︱
一
般

7
請
求
権
問
題
を
中
心
に
﹂﹃
外
交
文
書
の
公
開
と
韓
日
会
談
の
再
照
明
﹄︵
国
民
大
学
日
本
学
研
究
所
・
韓
国
政
治
外
交
史
学
会
主
催
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
ソ
ウ
ル
、

二
〇
〇
八
年
一
一
月
七
日
︶、
四
五
～
四
七
頁；

﹃
日
韓
会
談
文
書
・
全
面
公
開
を
求
め
る
会
ニ
ュ
ー
ス
﹄
一
一
号
︵
二
〇
〇
八
年
五
月
二
三
日
︶、
一
頁
な
ど
を
参
照
。

﹁
日
韓
会
談
文
書
・
全
面
公
開
を
求
め
る
会
﹂
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
︵
h
ttp
://w
w
w
7b
.b
ig
lob
e.n
e.jp
/~
n
ik
k
an
/︶
に
は
、
経
緯
の
説
明
や
内
容
の
紹
介
と
と
も
に
、
日

本
側
公
開
外
交
文
書
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

︵

︶

日
韓
に
お
け
る
日
韓
会
談
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
吉
澤
文
寿
﹁
日
韓
会
談
研
究
の
現
状
と
課
題
﹂﹃
歴
史
学
研
究
﹄
八
一
三
号
︵
二
〇
〇
六
年
四
月
︶、
四
八
～

8
五
五
︵
六
四
︶
頁
が
簡
潔
に
整
理
し
て
い
る
。

︵

︶

韓
国
側
外
交
文
書
を
包
括
的
に
利
用
し
た
本
格
的
な
研
究
と
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
朴
鎮
希
＊
﹃
韓
日
会
談
︱
︱
第
一
共
和
国
の
対
日
政
策
と
韓
日
会
談
展
開
過

9
程
﹄
︵
ソ
ン
イ
ン
、
二
〇
〇
八
︶、
張
博
珍
＊
﹁
韓
日
会
談
に
お
け
る
植
民
地
関
係
清
算
研
究
︱
清
算
消
滅
の
政
治
論
理
を
中
心
に
﹂︵
韓
国
外
国
語
大
学
校
国
際
地
域
大

学
院
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
七
︶
が
代
表
的
で
あ
る
。
金
斗
昇
﹃
池
田
勇
人
政
権
の
対
外
政
策
と
日
韓
交
渉
︱
︱
内
政
外
交
に
お
け
る
﹁
政
治
経
済
一
体
路
線
﹂
﹄

︵
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八
︶
に
も
二
〇
〇
五
年
に
公
開
さ
れ
た
韓
国
外
交
文
書
が
一
部
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
具
体
的
な
争
点
に
関
す
る
実
証
研
究
の
論
考
と
し
て

は
、
金
栄
美
＊
﹁
兪
鎮
午
の
日
本
出
張
報
告
書
︵
一
九
五
一
年
九
月
一
〇
日
︶
と
交
渉
準
備
﹂﹃
日
本
空
間
﹄
一
号
︵
二
〇
〇
七
年
五
月
︶、
二
九
六
～
三
一
二
頁；

同

＊
﹁
韓
日
会
談
韓
国
代
表
団
と
会
談
主
導
者
︱
︱
予
備
～
三
次
会
談
を
中
心
に
﹂﹃
外
交
文
書
の
公
開
と
韓
日
会
談
の
再
照
明
﹄
︵
国
民
大
学
日
本
学
研
究
所
・
韓
国
政
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治
外
交
史
学
会
主
催
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
七
日
︶；

安
昭
栄
＊
﹁
朴
正
熙
国
家
再
建
最
高
会
議
議
長
の
日
本
訪
問
︵
一
九
六
一
・
一

一
・
一
一
～
一
二
︶﹂﹃
日
本
空
間
﹄
二
号
︵
二
〇
〇
七
年
一
一
月
︶、
一
七
〇
～
一
九
一
頁；

李
利
範
＊
﹁
韓
日
会
談
の
請
求
権
名
目
に
関
す
る
小
考
﹂﹃
日
本
空
間
﹄

三
号
︵
二
〇
〇
八
年
五
月
︶、
二
〇
二
～
二
一
三
頁；

同
＊
﹁
韓
日
基
本
関
係
条
約
の
合
意
過
程
に
関
す
る
実
証
分
析
﹂﹃
外
交
文
書
の
公
開
と
韓
日
会
談
の
再
照
明
﹄

︵
国
民
大
学
日
本
学
研
究
所
・
韓
国
政
治
外
交
史
学
会
主
催
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
七
日
︶；

李
眩
珍
＊
﹁
韓
日
会
談
外
交
文
書
か
ら
見

た
在
日
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
送
還
﹂﹃
日
本
空
間
﹄
四
号
︵
二
〇
〇
八
年
一
一
月
︶、
二
一
二
～
二
三
二
頁；

崔
栄
鎬
＊
﹁
韓
国
政
府
の
対
日
民
間
請
求
権
補
償
過
程
﹂﹃
韓

日
民
族
問
題
研
究
﹄
八
号
︵
二
〇
〇
五
年
六
月
︶、
二
二
五
～
二
五
四
頁；

崔
喜
植
＊
﹁
韓
日
会
談
に
お
け
る
独
島
問
題
﹂﹃
日
本
空
間
﹄
四
号
︵
二
〇
〇
八
年
一
一

月
︶
、
一
三
三
～
一
四
七
頁
な
ど
が
あ
る
。

︵

︶

李
鍾
元
﹁
韓
日
会
談
と
ア
メ
リ
カ
︱
︱
﹃
不
介
入
政
策
﹄
の
成
立
を
中
心
に
﹂﹃
国
際
政
治
﹄
一
〇
五
号
︵
一
九
九
四
年
一
月
︶、
一
六
三
～
一
八
一
頁
：
同
﹁
韓
日

10
国
交
正
常
化
と
ア
メ
リ
カ
、
一
九
六
〇
～
六
五
年
﹂
近
代
日
本
研
究
会
編
﹃
戦
後
外
交
の
形
成
﹄﹇
年
報
・
近
代
日
本
研
究
・
一
六
号
﹈︵
山
川
出
版
社
、
一
九
九
四
︶
、

二
七
二
～
三
〇
五
頁
。

︵

︶

近
年
、
日
韓
両
国
で
刊
行
さ
れ
た
日
韓
会
談
に
関
す
る
多
く
の
優
れ
た
実
証
研
究
で
は
、
ア
メ
リ
カ
外
交
文
書
が
資
料
的
根
拠
の
重
要
な
部
分
を
な
し
て
い
る
。
吉

11
澤
文
寿
﹃
戦
後
日
韓
関
係
︱
︱
国
交
正
常
化
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
﹄︵
ク
レ
イ
ン
、
二
〇
〇
五
︶；

太
田
修
﹃
日
韓
交
渉
︱
︱
請
求
権
問
題
の
研
究
﹄
︵
ク
レ
イ
ン
、
二
〇
〇

三
︶；

金
斗
昇
﹃
池
田
勇
人
政
権
の
対
外
政
策
と
日
韓
交
渉
﹄；

李
元
徳
＊
﹃
韓
日
過
去
事
処
理
の
原
点
︱
︱
日
本
の
戦
後
処
理
外
交
と
日
韓
会
談
﹄︵
ソ
ウ
ル
大
学
出
版

部
、
一
九
九
六
︶；

朴
鎮
希
＊
﹃
韓
日
会
談
﹄
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

︵

︶

大
統
領
秘
書
室
﹁
B
u
n
d
y
次
官
補
訪
韓
と
韓
日
会
談
﹂、
一
九
六
四
年
一
〇
月
三
日
、﹁
韓
日
会
談
に
対
す
る
米
国
の
立
場
、
1961～

﹂
、
韓
国
外
交
文
書
、
723.

12

6
5

1JA

米

1961-65︵
分
類
番
号
︶、
764︵
登
録
番
号
︶、
C
1-0009-09︵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
番
号
︶
、
0073︵
フ
レ
ー
ム
番
号
︶。
以
下
、
韓
国
外
交
文
書
は
、
同
じ

要
領
で
表
記
す
る
。

二

朴
正
熙
軍
事
政
権
の
成
立
と
日
米
の
対
応

︱
︱
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談
︵
一
九
六
一
年
六
月
︶

一
九
六
一
年
五
月
一
六
日
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で
、
朴
正
熙
軍
事
政
権
が
誕
生
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
当
初
、
軍

事
政
権
の
非
合
法
性
へ
の
拒
絶
反
応
と
、
朴
正
熙
将
軍
ら
主
導
グ
ル
ー
プ
の
政
策
志
向
へ
の
懸
念
か
ら
、
批
判
的
な
姿
勢
を
示
し
た
。

し
か
し
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
安
定
を
優
先
す
る
観
点
か
ら
軍
事
政
権
の
成
立
を
追
認
す
る
方
針
に
転
じ
、
軍
部
政
権
の
政
策
を

ア
メ
リ
カ
の
戦
略
的
方
向
性
に
合
致
す
る
よ
う
誘
導
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
こ
と
に

(

)

な
る
。
そ
の
際
、
ア
メ
リ
カ
が
も
っ
と
も
強
い

13
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関
心
を
示
し
、
介
入
を
試
み
た
問
題
は
、
経
済
の
立
て
直
し
と
日
韓
関
係
で
あ
っ
た
。
日
韓
関
係
の
妥
結
は
、
韓
国
の
政
治
経
済
的
な

安
定
の
た
め
の
前
提
条
件
と
で
も
い
う
べ
き
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
軍
事
政
権
の
誕
生
で
、
韓
国
情
勢

へ
の
危
機
感
を
強
め
る
一
方
、
従
来
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
日
韓
会
談
を
妥
結
さ
せ
る
好
機
と
も
捉
え
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
強
い
関

心
の
下
、
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
外
交
的
圧
力
と
関
与
を
試
み
た
。
中
南
米
や
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
な
ど
、
第
三
世
界
に
お
け
る
社
会
主
義
の
拡

大
に
直
面
し
て
い
た
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
と
し
て
は
、
混
乱
が
続
く
韓
国
情
勢
を
安
定
化
さ
せ
、
ア
メ
リ
カ
自
ら
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め

に
も
、
日
韓
関
係
の
正
常
化
と
、
そ
れ
に
よ
る
日
本
の
対
韓
支
援
を
早
急
に
実
現
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で

(

)

あ
る
。

14

膠
着
状
態
に
陥
っ
て
い
た
日
韓
会
談
を
再
開
さ
せ
、
早
急
に
日
韓
関
係
を
正
常
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
一
九
六
〇
年
四
月
の
学

生
革
命
で
李
承
晩
政
権
が
倒
れ
、
対
日
関
係
改
善
を
掲
げ
る
民
主
党
政
権
の
誕
生
と
い
う
状
況
を
受
け
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
内
で
は
す

で
に
開
始
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
民
主
党
政
権
が
混
迷
を
極
め
、
一
九
六
一
年
五
月
に
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き
た
こ
と
で
ア
メ
リ

カ
政
府
は
一
層
危
機
感
を
強
め
、
対
韓
政
策
の
見
直
し
と
外
交
的
関
与
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

日
韓
関
係
へ
の
関
与
の
程
度
や
具
体
的
な
方
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
立
場
の
相
違
な
ど
を
反
映
し
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
政
策
の
違

い
が
見
ら
れ
た
。
国
務
省
な
ど
既
存
官
僚
組
織
の
官
僚
的
・
惰
性
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
批
判
し
、
ア
メ
リ
カ
の
意
図
と
能
力
を
確
信
す

る
﹁
ニ
ュ
ー
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ズ
メ
ン
﹂
の
特
徴
を
持
つ
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
は
、
日
韓
関
係
に
対
す
る
ハ
イ
レ
ベ
ル
の

外
交
的
関
与
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
全
般
的
な
危
機
状
況
に
陥
っ
た
ア
メ
リ
カ
外
交
の
立
て
直
し
へ
の
焦
燥
感
も
背
景
に
あ
っ
た
。
半

面
、
国
務
省
は
外
交
へ
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
、
直
接
介
入
に
は
慎
重
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
強
調
し
て
い
た
が
、
内
部
に
一
定
の
温
度

差
も
見
ら
れ
た
。
ソ
ウ
ル
の
駐
韓
大
使
館
が
日
韓
妥
結
へ
の
直
接
の
関
与
を
繰
り
返
し
進
言
し
た
の
に
対
し
て
、
東
京
の
駐
日
大
使
館

は
日
米
関
係
へ
の
配
慮
を
理
由
に
慎
重
論
を
唱
え
つ
づ
け
た
。
日
韓
の
国
力
の
差
を
背
景
に
、
現
地
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
外
交
的
影

響
力
の
違
い
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
加
え
て
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
は
、
日
米
安
保
改
定
の
余
波
で
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
の

対
米
世
論
の
改
善
と
、
日
米
関
係
の
修
復
に
重
点
を
置
い
て
い
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
た
。
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一
九
六
一
年
六
月
の
池
田
総
理
の
訪
米
と
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
と
の
日
米
首
脳
会
談
は
、
日
米
間
の
﹁
イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
﹂
を
打
ち
上
げ
る
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

(

)

た
が
、
そ
の
中
に
日
韓
関
係
の
改
善
と
い
う
難
題
を
い
か
に
組
み
込
む
か

15

が
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
当
面
の
課
題
と
な
っ
た
。

一
九
六
一
年
四
月
一
一
日
、
極
東
担
当
国
務
次
官
補
に
任
命
さ
れ
、
ソ
ウ
ル
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
マ
コ
ノ
ギ
ー
︵
W
alter
P
.

M
cC
on
au
g
h
y
︶
駐
韓
大
使
は
、
ア
メ
リ
カ
が
取
り
組
む
べ
き
対
韓
政
策
課
題
の
一
つ
と
し
て
、﹁
日
韓
国
交
正
常
化
の
早
期
達
成
﹂
を

上
げ
、
そ
の
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
積
極
的
な
役
割
が
必
要
で
あ
る
と
力
説
し
た
。
﹁
現
在
の
日
韓
会
談
で
改
善
に
向
け
た
進
展
が

早
急
に
見
ら
れ
な
い
場
合
、
妥
結
に
導
く
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
り
積
極
的
な
役
割
が
、
漂
流
す
る
現
状
を
放
置
す
る
よ
り
は
危
険

性
が
少
な
い
か
ど
う
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
﹂
と
指
摘
し
、
こ
う
し
た
﹁
仲
裁
者
﹂
︵
m
id
d
lem
en
︶
の

役
割
の
担
い
手
と
し
て
、﹁
︵
国
際
司
法
裁
判
所
な
ど
：
引
用
者
註
︶
外
部
の
ど
の
グ
ル
ー
プ
が
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
日
本
と
韓
国
の
関
係
を
取

り
ま
と
め
る
上
で
効
率
的
か
は
疑
問
で
あ
る
﹂
と
結
論
づ

(

)

け
た
。

16

ワ
シ
ン
ト
ン
の
本
省
に
戻
っ
た
マ
コ
ノ
ギ
ー
は
、
極
東
担
当
国
務
次
官
補
と
し
て
、
新
設
さ
れ
た
﹁
韓
国
問
題
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
﹂

を
率
い
、
対
韓
政
策
の
見
直
し
に
取
り
掛
か
っ
た
。
五
月
五
日
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
自
ら
出
席
し
て
開
か
れ
た
国
家
安
全
保
障
会
議

︵
N
ation
al
S
ecu
rity
C
ou
n
cil、
以
下
Ｎ
Ｓ
Ｃ
と
略
す
︶
の
第
四
八
三
回
会
議
で
は
、
極
東
担
当
国
務
次
官
補
の
下
に
﹁
韓
国
問
題
タ
ス

ク
フ
ォ
ー
ス
﹂
を
設
置
す
る
こ
と
、
五
月
一
五
日
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
政
策
文
書
を
作
成
し
、
五
月
一
六
日
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
会
議
で
協
議

す
る
こ
と
な
ど
が
決
定
さ
れ
た
。
マ
コ
ノ
ギ
ー
国
務
次
官
補
に
対
し
て
は
、﹁
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
情
報
﹂
と
し
て
、﹁
大
統
領
は

韓
国
の
状
況
が
深
刻
な
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
緊
急
事
態
を
避
け
る
た
め
の
計
画
を
望
ん
で
い
る
﹂

こ
と
が
内
々
に
伝
え
ら

(

)

れ
た
。
韓
国
情
勢
へ
の
危
機
意
識
と
と
も
に
、
政
策
の
優
先
順
位
の
高
さ
が
強
調
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

17

韓
国
問
題
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
報
告
書
の
提
出
が
予
定
さ
れ
た
そ
の
日
に
、
朴
正
熙
将
軍
に
よ
る
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
が
発
生
し
、
六

月
五
日
に
提
出
さ
れ
た
最
終
報
告
書
は
変
化
し
た
情
勢
を
踏
ま
え
た
も
の
に
急
遽
変
更
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
大
き
な
変
更
は
、
日
韓
交
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渉
に
関
連
し
て
、﹁
韓
国
政
府
へ
の
圧
力
﹂
に
触
れ
た
部
分
を
緩
和
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
終
報
告
書
の
う
ち
、
日
韓
関
係
に
関
す

る
部
分
︵﹁
パ
ラ
グ
ラ
フ
ｆ
﹂︶
は
、
①
池
田
首
相
の
訪
米
時
に
、
韓
国
の
政
変
に
拘
わ
ら
ず
、
日
韓
関
係
の
改
善
の
道
を
協
議
す
る
こ

と
、
②
ア
メ
リ
カ
は
公
式
に
関
与
は
し
な
い
が
、﹁
触
媒
﹂
︵
cataly
st︶
の
役
割
を
果
た
す
用
意
が
あ
る
こ
と
、
③
池
田
に
対
し
て
、

対
韓
経
済
援
助
の
提
供
を
奨
励
す
る
こ
と
な
ど
、
池
田
訪
米
を
契
機
に
、
日
本
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
促
す
こ
と
が
主
な
内
容
で
あ

(

)

っ
た
。
草
案
で
は
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、﹁
韓
国
に
も
圧
力
を
加
え
る
べ
き
﹂
と
い
う
条
項
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、﹁
韓
国
新
政
権
の
対

18
日
観
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
﹂
と
い
う
国
務
省
の
主
張
で
削
除
さ
れ
、
妥
協
案
と
し
て
、
﹁
ア
メ
リ
カ
は
国
家
再
建
最
高
会
議
に
対

し
て
も
日
本
側
の
提
案
に
応
え
る
よ
う
促
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
文
言
を
括
弧
の
中
に
入
れ
る
こ
と
に
な

(

)

っ
た
。

19

し
か
し
、
文
言
上
の
変
更
が
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
関
心
の
低
下
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
六
月
一
三
日
の
第
四
八
五
回
Ｎ
Ｓ

Ｃ
会
議
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
、
ラ
ス
ク
国
務
長
官
に
加
え
、
マ
コ
ノ
ギ
ー
国
務
次
官
補
、
さ
ら
に
新
任
の
駐
韓
大
使
に
任
命
さ
れ
た

バ
ー
ガ
ー
︵
S
am
u
el
D
.B
erg
er︶
ら
が
出
席
し
、
韓
国
問
題
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
最
終
報
告
書
を
踏
ま
え
た
、
対
韓
政
策
の
包
括
的

な
協
議
の
場
と
な
っ
た
。
同
会
議
の
前
半
は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
と
の
会
談
を
含
め
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
欧
州
訪
問
の
報
告
が
中
心
で

あ
っ
た
が
、
会
議
の
後
半
は
、﹁
も
っ
ぱ
ら
韓
国
問
題
﹂
に
費
や
さ

(

)

れ
た
。
同
会
議
の
議
事
録
に
よ
る
と
、
マ
コ
ノ
ギ
ー
国
務
次
官
補

20

は
、
﹁
韓
国
の
発
展
へ
の
最
大
の
障
害
は
、
日
韓
間
の
敵
対
感
情
が
続
き
、
双
方
に
と
っ
て
有
益
な
関
係
の
再
設
定
が
で
き
な
い
で
い

る
こ
と
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、﹁
バ
ー
ガ
ー
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
両
大
使
の
主
要
な
任
務
の
一
つ
は
、
両
国
間
の
和
解
を
実
現
さ

せ
る
こ
と
﹂
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
は
、﹁
日
韓
関
係
の
改
善
が
韓
国
の
状
況
改
善
へ
の
最
良
の

機
会
で
あ
る
よ
う
だ
﹂
と
述
べ
、﹁
バ
ー
ガ
ー
大
使
に
対
し
て
、
こ
の
問
題
に
集
中
す
る
よ
う
指
示
﹂

(

)

し
た
。

21

こ
う
し
た
協
議
を
経
て
、
六
月
一
三
日
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
会
議
で
、
同
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
報
告
書
は

N
S
C
6018/1︵﹁
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
政

策
﹂︶
に
代
わ
る
新
し
い
対
韓
政
策
基
本
文
書
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
そ
れ
に
基
づ
く
具
体
的
な
政
策
指
針
も
い
く
つ
か
決
定
さ
れ
た

が
、
日
韓
交
渉
に
つ
い
て
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
安
全
保
障
補
佐
官
室
が
用
意
し
た
当
初
の
草
案
︵﹁
報
告
書
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
ｆ
の
線
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に
沿
っ
て
、
訪
米
す
る
日
本
の
首
相
と
日
韓
関
係
の
改
善
問
題
を
協
議
し
、
韓
国
の
現
政
権
に
対
し
て
も
そ
れ
を
促
す
こ
と
﹂︶
に
、﹁
こ
の
問

題
は
、
現
在
の
韓
国
政
権
に
と
っ
て
極
め
て
敏
感
な
争
点
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
﹂
と
い
う
注
意
書
き
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
そ

の
他
に
も
、
バ
ー
ガ
ー
新
任
駐
韓
大
使
に
対
し
て
、﹁
米
国
が
新
政
権
と
友
好
的
か
つ
協
力
的
な
関
係
を
結
ぶ
用
意
が
あ
る
こ
と
を
伝

え
る
﹂
こ
と
が
承
認
さ
れ
、
朴
正
熙
議
長
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
お
よ
び
国
務
長
官
と
の
会
談
を
含
め
、
訪
米
招
請
す
る
権
限

が
与
え
ら

(

)

れ
た
。
訪
米
︵
一
九
六
一
年
六
月
二
〇
日
～
二
三
日
︶
の
機
会
を
利
用
し
て
、
池
田
首
相
に
は
直
接
日
本
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

22

を
促
す
一
方
、
ま
だ
政
権
基
盤
の
流
動
的
な
朴
正
熙
軍
事
政
権
に
対
し
て
は
、
一
定
の
配
慮
を
示
し
つ
つ
、
政
権
へ
の
政
治
的
認
知
や

訪
米
招
請
な
ど
を
梃
子
に
、
間
接
的
に
誘
導
し
て
い
く
方
向
性
と
い
え
よ
う
。

以
後
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ソ
ウ
ル
、
東
京
を
舞
台
に
、
こ
う
し
た
決
定
に
沿
っ
て
、
日
韓
関
係
打
開
の
﹁
触
媒
﹂
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ

政
府
の
動
き
が
多
角
的
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
最
初
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
池
田
首
相
の
訪
米
と
ケ
ネ
デ

ィ
大
統
領
と
の
首
脳
会
談
で
あ
っ
た
。
池
田
訪
米
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
側
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
韓
国
問
題
お

よ
び
日
韓
交
渉
に
つ
い
て
、
日
本
の
中
心
的
な
役
割
と
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
強
調
が
基
調
を
な
し
て
い
た
。
日
韓
交
渉
の
再
開
は
、
韓

国
軍
事
政
権
の
﹁
建
設
的
な
対
日
観
﹂
を
確
認
し
た
上
で
、
日
本
側
か
ら
の
働
き
か
け
が
望
ま
し
い
が
、
そ
の
提
案
が
韓
国
側
に
よ
っ

て
拒
否
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
事
態
に
で
も
な
れ
ば
、
両
国
関
係
は
再
び
﹁
相
当
の
期
間
﹂
冷
却
期
を
迎
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
日
本
側
が
提
案
を
公
式
に
表
明
す
る
前
に
、﹁
舞
台
裏
で
の
注
意
深
い
準
備
﹂
︵
carefu
l
p
rep
aration
b
eh
in
d
th
e
scen
es︶
や

﹁
予
備
的
な
土
台
づ
く
り
﹂
︵
p
relim
in
ary
g
rou
n
d
w
ork
︶
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
さ

(

)

れ
た
。

23

実
際
、
六
月
二
〇
日
に
開
か
れ
た
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談
で
は
、
韓
国
問
題
が
協
議
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
た
。
こ
の
会
談
に
つ

い
て
、
当
時
の
日
本
の
報
道
で
は
、
池
田
首
相
の
方
が
韓
国
問
題
を
持
ち
出
し
、
対
韓
支
援
の
必
要
を
力
説
し
た
と
伝
え
ら
れ
た
。
た

と
え
ば
、﹁
韓
国
は
大
国
主
命
以
来
、
日
本
に
は
地
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
最
も
近
く
、
日
本
の
死
命
を
制
す
る
立
場
に
あ
る
。
と
く

に
釜
山
が
赤
化
し
た
場
合
、
日
本
の
治
安
に
対
し
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
南
朝
鮮
の
反
共
体
制
に
対
し
、
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日
本
は
重
大
な
関
心
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
、
日
本
と
し
て
は
民
主
的
政
権
が
望
ま
し
い
が
、﹁
︵
軍
事
政
権
で
あ
る
︶

現
状
で
も
韓
国
を
積
極
的
に
援
助
し
た
い
﹂
と
切
り
出
し
た
と
い
う
記
事
が
そ
の
一
例
で

(

)

あ
る
。
し
か
し
、
日
米
両
国
の
会
談
記
録
は

24

そ
れ
と
は
若
干
違
う
様
相
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
側
の
会
談
議
事
録
に
よ
る
と
、
韓
国
問
題
を
先
に
提
起
し
た
の
は
池
田
の
方
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
役
割
に
つ
い

て
は
消
極
的
で
あ

(

)

っ
た
。
池
田
は
、﹁
日
本
に
と
っ
て
最
も
困
難
な
課
題
は
韓
国
問
題
﹂
と
切
り
出
し
、﹁
朝
鮮
を
四
〇
年
間
統
治
し
た

25

経
験
か
ら
、
日
本
は
、
韓
国
人
が
排
他
的
で
頑
固
な
故
、
扱
い
に
く
い
と
認
識
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
た
。
﹁
問
題
は
い
ま
何
を
な
す
べ

き
か
﹂
で
あ
る
が
、﹁
最
近
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
結
果
、
日
本
が
で
き
る
こ
と
は
非
常
に
限
ら
れ
る
﹂
と
し
、﹁
韓
国
の
政
治
情
勢
へ
の
影

響
で
は
、
日
本
は
無
力
﹂
な
の
で
、
ア
メ
リ
カ
が
文
民
政
権
へ
の
復
帰
に
導
く
こ
と
を
希
望
す
る
と
述
べ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
経
済

の
安
定
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
日
本
と
し
て
も
﹁
韓
国
へ
の
経
済
支
援
に
協
力
す
る
用
意
﹂
が
あ
る
と
表
明
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
は
、﹁
日
韓
協
定
の
締
結
﹂
が
状
況
の
安
定
化
に
大
変
有
益
で
あ
る
点
を
強
調
し
、
日
韓
間
の

関
係
改
善
を
促
す
と
と
も
に
、
池
田
に
対
し
て
、﹁
総
理
の
意
見
と
し
て
、
韓
国
が
共
産
主
義
に
掌
握
さ
れ
た
場
合
、
日
本
に
極
め
て

大
き
い
悪
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ど
う
か
﹂
と
い
う
質
問
を
向
け
た
。
そ
れ
に
答
え
る
形
で
、
池
田
は
、﹁
日
本
の
長
い
歴
史
は
、

朝
鮮
半
島
の
安
全
が
事
実
上
日
本
の
国
内
問
題
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
証
明
し
て
お
り
、
日
本
は
韓
国
に
対
し
て
死
活
的
な
利
害
を
有

す
る
﹂
と
述
べ
、﹁
韓
国
の
現
政
権
︵
軍
事
政
権
：
引
用
者
註
︶
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
反
共
政
権
で
あ
る
以
上
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

る
用
意
が
あ
る
﹂
と
発
言
し
た
。

日
本
側
の
会
談
記
録
も
、
日
本
の
立
場
を
も
う
少
し
詳
し
く
表
現
し
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
で

(

)

あ
る
。﹁
在
米
大
使
館

26

公
電
﹂
の
会
談
要
旨
に
よ
る
と
、
池
田
首
相
の
方
か
ら
、﹁
こ
の
際
、
特
に
貴
大
統
領
に
お
願
い
し
た
い
こ
と
は
、
朝
鮮
の
問
題
を
真

剣
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
で
あ
る
﹂
と
切
り
出
し
、﹁
韓
国
の
事
態
は
、
緊
急
処
理
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
、
放
置
し
て
お
く

時
は
韓
国
人
の
気
持
ち
が
平
静
を
保
て
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
強
い
懸
念
を
示
し
た
。
し
か
し
、
﹁
日
本
と
し
て
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は
大
い
に
心
配
し
て
い
る
が
、
国
交
も
開
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
手
の
打
ち
よ
う
が
な
く
、
米
国
が
親
切
に
韓
国
を
指
導
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
も
の
で
、
日
本
も
こ
れ
に
協
力
し
て
応
分
の
寄
与
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
﹂
と
述
べ
、
具
体
的
な
対
応
の
面
で
は
、

日
本
の
役
割
は
限
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
は
、﹁
日
本
政
府
の
そ
の
お
気
持
ち
は
極
め
て
多
と
す
る
。
実
は
前
政
府
に
期
待
を
か
け
て
い

た
次
第
で
あ
る
が
、
軍
政
は
狭
い
基
礎
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
政
治
の
経
験
も
な
く
、
経
済
問
題
を
解
決
す
る
能
力
が
あ
る
か
否

か
は
疑
わ
し
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
合
憲
政
府
に
戻
る
保
証
は
な
い
。
米
国
は
韓
国
に
多
額
の
金
を
使
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
効
果
を
あ

げ
て
い
な
い
﹂
と
述
べ
、
状
況
の
困
難
さ
を
認
め
た
上
で
、﹁
米
国
と
し
て
は
日
韓
関
係
の
緊
密
化
が
極
め
て
望
ま
し
い
と
考
え
て
お

り
、
日
韓
双
方
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
が
あ
る
と
は
了
解
で
き
る
が
、
何
と
か
両
国
関
係
の
打
開
が
行
わ
れ
、
日
本
が
韓
国
を
助
け
て
や

る
こ
と
を
切
望
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
、
正
面
か
ら
日
本
の
積
極
的
な
対
応
を
促
し
た
。
首
脳
会
談
の
言
葉
と
し
て
は
異
例
と
も

い
え
る
ほ
ど
の
直
接
的
な
表
現
に
よ
る
強
い
要
請
で
あ
っ
た
。
続
け
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
は
、﹁
そ
の
際
、
総
理
の
お
考
え
を
承
り

た
い
が
、
も
し
南
鮮
が
崩
壊
し
て
共
産
化
し
た
時
に
は
、
日
本
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
お
考
え
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
問
い
、

そ
れ
に
答
え
る
形
で
、
池
田
は
、﹁
日
本
の
歴
史
が
示
す
通
り
千
年
以
上
も
前
か
ら
日
本
に
と
っ
て
朝
鮮
は
日
本
自
身
と
同
じ
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
も
し
朝
鮮
が
共
産
化
し
た
場
合
に
は
、
日
本
に
は
致
命
的
で
あ
る
。
今
回
の
革
命
は
確
か
に
違
法
で
は
あ
る
が
、
し
ば

ら
く
は
や
む
を
得
な
い
か
ら
速
や
か
に
事
態
が
改
善
さ
れ
る
よ
う
指
導
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
前

述
の
報
道
の
よ
う
な
積
極
発
言
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
問
題
提
起
に
対
す
る
反
応
と
し
て
出
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

﹁
千
年
以
上
も
前
か
ら
日
本
に
と
っ
て
朝
鮮
は
日
本
自
身
と
同
じ
よ
う
な
も
の
﹂
と
ま
で
言
い
切
り
、
い
わ
ゆ
る
﹁
釜
山
赤
旗
論
﹂

の
朝
鮮
半
島
観
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
披
瀝
し
た
池
田
の
発
言
は
、
明
ら
か
に
日
本
政
府
の
事
前
準
備
資
料
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ

た
。
池
田
首
相
の
訪
米
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
日
本
外
務
省
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
日
韓
関
係
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
慎
重

な
姿
勢
を
示
し
、
日
韓
交
渉
の
妥
結
と
い
う
政
治
的
関
係
設
定
よ
り
、
当
面
の
危
機
を
回
避
す
る
た
め
の
経
済
協
力
に
重
点
を
置
く
方
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針
を
示
し
て

(

)

い
た
。
ま
ず
、
軍
事
政
権
に
つ
い
て
は
、﹁
日
本
の
方
針
と
し
て
は
、
軍
事
政
権
が
長
く
そ
の
地
位
に
と
ど
ま
り
、
結
局

27

に
お
い
て
失
敗
に
終
わ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
そ
の
後
の
事
態
は
収
拾
の
つ
か
な
い
混
乱
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
同
政
権
が
…
…

民
主
的
な
手
続
き
を
経
て
成
立
政
府
に
速
や
か
に
政
権
を
移
譲
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
方
向
に
向
っ
て
指
導
し
て
い

く
べ
き
も
の
と
考
え
る
﹂
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
首
脳
会
談
に
お
け
る
池
田
首
相
の
冒
頭
の
発
言
部
分
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
。

次
に
、
日
韓
交
渉
に
つ
い
て
は
、
韓
国
の
軍
事
政
権
が
﹁
早
晩
交
渉
再
開
を
提
案
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
予
想
し
つ
つ
も
、

﹁
わ
が
国
一
般
国
民
世
論
の
印
象
と
し
て
は
、
軍
部
新
政
権
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
合
憲
的
な
政
権
と
は
認
め
難
い
の
で
、

こ
の
よ
う
な
政
権
と
の
間
で
日
韓
間
の
恒
久
的
な
問
題
で
あ
る
国
交
正
常
化
に
つ
き
会
談
を
行
う
の
は
適
当
で
は
な
い
と
の
感
じ
が
強

い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
﹂
と
指
摘
し
、﹁
よ
っ
て
交
渉
再
開
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
如
何
に
対
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
目
下
慎
重
検

討
中
で
あ
る
﹂
と
い
う
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
日
本
の
具
体
的
な
対
応
と
し
て
は
、
﹁
軍
部
政
権
の
一
定
の
安
定
を
待
ち
、
同
政

権
が
応
ず
る
な
ら
ば
、
国
交
正
常
化
以
前
と
い
え
ど
も
速
や
か
に
経
済
協
力
を
実
施
す
る
所
存
で
あ
る
﹂
と
い
う
線
を
提
示
し
、
日
韓

交
渉
の
早
期
妥
結
よ
り
、
経
済
協
力
の
先
行
実
施
を
重
視
す
る
方
向
性
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
や
り
と
り
か
ら
は
、
池
田
の
﹁
積
極
姿
勢
﹂
は
あ
く
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
の
主
導
的
な
役
割
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
強
い
関
心
に
対
し
て
、
い
わ
ば
先
手
を
取
っ
た
も
の
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権

末
期
か
ら
す
で
に
深
刻
さ
を
増
し
て
い
た
国
際
収
支
の
悪
化
と
ド
ル
危
機
に
加
え
て
、
キ
ュ
ー
バ
革
命
や
イ
ン
ド
シ
ナ
危
機
な
ど
に
直

面
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
徐
々
に
﹁
韓
国
離
れ
﹂
に
傾
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
は
当
時
の
日
本
の
政
・
財
界
に
広
が
っ
て
い

た
。
民
主
党
・
張
勉
政
権
期
に
、
岸
ら
が
積
極
的
な
動
き
を
示
し
た
の
も
こ
う
し
た
危
機
感
が
背
景
に
あ
っ
た
が
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー

以
後
の
米
韓
間
の
軋
轢
は
、
そ
の
懸
念
を
一
層
強
め
た
。
池
田
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
が
手
を
引
き
、
日
本
が
そ
の
負
担
を
全
面
的
に

背
負
わ
さ
れ
る
事
態
を
避
け
る
た
め
に
も
、
一
定
の
積
極
姿
勢
を
打
ち
出
し
、
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
関
与
を
維
持
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た

と
い
え
る
。
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ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
強
い
要
請
と
、
池
田
首
相
の
﹁
積
極
姿
勢
﹂
と
の
間
の
微
妙
な
温
度
差
や
思
惑
の
ズ
レ
は
、
会
談
直
後
か
ら
早
く

も
表
面
化
し
た
。
訪
米
日
程
を
終
え
て
ワ
シ
ン
ト
ン
を
発
つ
日
の
六
月
二
三
日
、
帰
国
の
挨
拶
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
を
訪
れ
た
池
田
首

相
に
対
し
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
は
、
一
五
分
間
と
い
う
短
い
会
談
で
、
三
つ
の
議
題
の
一
つ
と
し
て
﹁
韓
国
問
題
﹂
を
持
ち
出
し
、

念
を
押
す
か
の
よ
う
に
、﹁
米
国
政
府
は
韓
国
軍
政
権
︵
マ
マ
︶

に
対
し
す
み
や
か
に
合
憲
政
府
に
戻
り
、
か
つ
、
日
韓
関
係
打
開
に
努

め
る
よ
う
圧
力
を
加
え
る
べ
き
﹂
と
い
う
考
え
を
示
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
池
田
は
、﹁
本
件
は
特
に
一
日
を
争
う
ほ
ど
の
緊
急

問
題
で
は
な
い
か
ら
、
じ
っ
く
り
構
え
て
や
っ
て
ほ
し
い
﹂
と
応

(

)

じ
た
。

28

こ
う
し
た
温
度
差
と
思
惑
の
ズ
レ
は
、
以
後
、
ア
メ
リ
カ
の
﹁
圧
力
﹂
と
日
本
の
﹁
抵
抗
﹂
の
過
程
で
、
徐
々
に
増
幅
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

︵

︶

朴
正
熙
軍
事
政
権
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
初
期
対
応
や
方
針
転
換
に
つ
い
て
は
、
朴
泰
均
の
研
究
が
ア
メ
リ
カ
側
の
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
、
包
括
的
か
つ
実
証
的

13
に
解
明
し
て
い
る
。
朴
泰
均
＊
﹃
友
邦
と
帝
国
、
韓
米
関
係
の
二
つ
の
神
話
︱
︱
八
・
一
五
か
ら
五
・
一
八
ま
で
﹄︵
創
批
、
二
〇
〇
六
︶、
一
九
一
～
二
五
五
頁
。

︵

︶

拙
稿
﹁
韓
日
国
交
正
常
化
の
成
立
と
ア
メ
リ
カ
﹂、
二
七
五
～
二
七
七
頁
。

14
︵

︶

波
多
野
澄
雄
﹁
序
章

高
度
成
長
期
の
日
本
外
交
﹂
波
多
野
澄
雄
編
﹃
池
田
・
佐
藤
政
権
期
の
日
本
外
交
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
︶、
三
～
六
頁
。

15
︵

︶

S
eou
l︵
M
cC
on
au
g
h
y
︶
to
D
O
S
,A
p
ril11,1961,N
o.210,F
oreign
R
elation
s
of
th
e
U
n
ited
S
tates︵
以
下
、
F
R
U
S
と
略
す
︶,1961-63,v
ol.22,C
h
in
a:

16
K
orea:Jap
an
.
以
下
、
ア
メ
リ
カ
側
外
交
文
書
に
つ
い
て
、
公
刊
外
交
文
書
集
で
あ
る
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
文
書
番
号
を
示
し
、
そ
れ
以

外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
元
の
所
蔵
場
所
な
ど
の
文
書
情
報
を
記
す
。
ま
た
、
機
密
解
除
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
外
交
文
書
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る

D
eclassified
D
ocu
-

m
en
ts
R
eferen
ce
S
y
stem
︵
以
下
、
D
D
R
S
と
略
す
︶
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
記
す
。
ち
な
み
に
、
本
稿
で
主
に
利
用
し
て
い
る
﹃
Ｆ

Ｒ
Ｕ
Ｓ
、
一
九
六
一
︱
六
三
年
、
第
二
二
巻
︵
中
国
・
韓
国
・
日
本
︶﹄
は
、
国
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
h
ttp
://w
w
w
.state.g
ov
/r/p
a/

h
o/fru
s/k
en
n
ed
y
jf/in
d
ex
.h
tm
を
参
照
。

︵

︶

E
d
itorial
N
ote,N
o.212,F
R
U
S
,
1
9
6
1
-6
3
,
vol.
2
2
.

17
︵

︶
P
resid
en
tial
T
ask
F
orce
on
K
orea,̀
R
ep
ort
to
th
e
N
ation
al
S
ecu
rity
C
ou
n
cil,”
Ju
n
e
5,1961,N
ation
al
S
ecu
rity
F
ile︵
N
S
F
):C
ou
n
try
F
ile(C
O
):

18
K
orea,G
en
eral,b
ox
127,Joh
n
F
.K
en
n
ed
y
L
ib
rary
︵
JF
K
L
︶.

︵

︶

Joh
n
son
to
N
S
C
,̀
T
h
e
K
orean
T
ask
F
orce
R
ep
ort,”
Ju
n
e
6,1961,N
o.225,F
R
U
S
,
1
9
6
1
-6
3
,
vol.
2
2
.

19
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︵

︶

E
d
itorial
N
ote,N
o.228,F
R
U
S
,
1
9
6
1
-6
3
,
vol.
2
2
.

20
︵

︶

Ǹ
otes
of
th
e
485th
M
eetin
g
of
th
e
N
ation
al
S
ecu
rity
C
ou
n
cil,”
Ju
n
e
13,1961,N
o.229,F
R
U
S
,
1
9
6
1
-6
3
,
vol.
2
2
.

21
︵

︶

R̀
ecord
of
N
ation
al
S
ecu
rity
C
ou
n
cil
A
ction
N
o.2430,”
Ju
n
e
13,1961,N
o.230,F
R
U
S
,
1
9
6
1
-6
3
,
vol.
2
2
;D
raft
N
S
C
A
ction
,̀
T
ask
F
orce

22
R
ep
ort
on
K
orea,”
Ju
n
e
5,1961,N
S
F
:C
O
:K
orea,G
en
eral,b
ox
127;Joh
n
son
,̀
T
h
e
T
ask
F
orce
R
ep
ort
on
K
orea,”
Ju
n
e
13,1961,Ibid
.

︵

︶

T̀
alk
in
g
P
ap
er:F
irst
W
h
ite
H
ou
se
M
eetin
g
w
ith
P
rim
e
M
in
ister
Ik
ed
a,”
Ju
n
e
1961,N
S
F
:C
O
:Jap
an
,S
u
b
jects,Ik
ed
a
V
isit
6/61,B
riefin
g

23
B
ook
,In
trod
u
ction
an
d
In
d
ex
M
aterial,b
ox
125,JF
K
L
;P
osition
P
ap
er
V
IW
P
-29,V
isit
of
P
rim
e
M
in
ister
Ik
ed
a
to
W
ash
in
g
ton
,Ju
n
e
20-23,1961,

J̀ap
an
ese-K
orean
R
elation
s,”
Ju
n
e
16,1961,N
S
F
:C
O
:Jap
an
,S
u
b
jects,Ik
ed
a
V
isit
6/61,B
riefin
g
B
ook
,S
u
b
stan
tiv
e,b
ox
125,JF
K
L
︵
D
D
R
S
に
も

収
録
︶
。

︵

︶
﹁
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談
で
何
が
﹂﹃
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
﹄、
一
九
六
一
年
七
月
一
八
日
、
一
一
～
一
二
頁
。

24
︵

︶

M
em
oran
d
u
m
of
C
on
v
ersation
,Ju
n
e
20,1961,N
o.232,F
R
U
S
,
1
9
6
1
-6
3
,
vol.
2
2
.

25
︵

︶
﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
八
﹂、
日
本
外
交
文
書
、
6︵
開
示
回
数
︶
-1100︵
開
示
決
定
番
号
︶
-506
︵
文
書
番
号
︶、
一
七
～
一
八
頁
︵
以
下
、
日

26
韓
会
談
関
連
の
日
本
外
交
文
書
は
同
じ
要
領
で
表
記
す
る
︶。﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録
﹂
は
公
開
さ
れ
た
日
本
外
務
省
の
日
韓
交
渉
関
連
外
交
文
書
中
に
そ
の

一
部
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
日
韓
会
談
妥
結
後
、
外
務
省
の
内
部
記
録
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
﹃
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
・
目
次
﹄

︵
日
本
外
交
文
書
、
6-909-1124︶
の
解
説
に
よ
る
と
、
一
九
六
八
年
八
月
に
外
務
省
北
東
ア
ジ
ア
課
に
﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
史
編
纂
委
員
会
﹂
が
設
け
ら
れ
、
原

稿
作
成
に
二
年
六
か
月
が
か
か
っ
た
と
い
う
。
三
つ
の
編
で
構
成
さ
れ
、
第
一
編
は
全
一
六
章
の
﹁
総
説
﹂、
第
二
編
は
﹁
交
渉
担
当
者
の
手
記
・
談
話
﹂
︵
全
三
二

編
︶
、
第
三
編
は
年
表
や
日
誌
な
ど
﹁
資
料
編
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
本
体
で
あ
る
第
一
編
の
﹁
総
説
﹂
は
当
時
北
東
ア
ジ
ア
課
事
務
官
で
あ
っ
た
森
田
芳
夫

に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
公
開
文
書
に
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
外
務
省
の
交
渉
担
当
者
へ
の
聞
き
取
り
記
録
で
あ
る
第
二
編
は
公
開
文
書
の
中
に

は
見
当
た
ら
ず
、﹁
総
説
﹂
に
部
分
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。﹁
総
説
﹂
は
外
務
省
の
保
有
文
書
を
土
台
に
、
交
渉
担
当
者
の
証
言
や
回
顧
、
当
時
の
新
聞

資
料
な
ど
を
幅
広
く
駆
使
し
て
お
り
、
資
料
的
価
値
が
き
わ
め
て
高
く
、
日
本
政
府
内
の
政
策
決
定
過
程
に
踏
み
込
ん
だ
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
根
拠
と
な
る
外
交
文

書
の
全
文
も
し
く
は
一
部
が
そ
の
ま
ま
引
用
、
転
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
元
の
資
料
の
欠
落
や
削
除
部
分
の
対
照
や
確
認
の
面
で
も
有
用
で
あ
る
。

︵

︶
﹁
総
理
訪
米
資
料

議
題
一
︵
三
︶

日
韓
関
係
︵
五
月
三
一
日
現
在
︶﹂、
日
本
外
交
文
書
、
6-1154-1792。

27
︵

︶

外
務
審
議
官
﹁
池
田
総
理
、
ケ
ネ
デ
ィ
ー
大
統
領

第
三
次
︵
暇
乞
︶
会
談
︵
電
報
報
告
に
代
え
て
︶
﹂
一
九
六
一
年
六
月
二
九
日
、
日
本
外
交
文
書
、

28
6-1154-1792。
他
の
二
つ
の
議
題
は
、﹁
日
米
間
の
常
時
協
議
﹂
と
﹁
核
実
験
再
開
﹂
で
あ
っ
た
。
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三

ソ
ウ
ル
か
ら
の
期
待

ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
池
田
首
相
と
の
会
談
で
日
韓
交
渉
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
の
方
針
が
確
認
さ
れ
た
と
見
な
し
、
韓
国
へ
の
働
き

か
け
に
着
手
し
た
。
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談
の
内
容
は
早
速
六
月
三
〇
日
、
韓
国
の
新
任
駐
米
大
使
・
丁
一
権
の
信
任
状
提
出
の
席

で
、
ケ
ネ
デ
ィ
か
ら
直
接
伝
え
ら

(

)

れ
た
。
一
方
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
韓
国
問
題
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
一
員
と
し
て
対
韓
政
策
の
再
検
討
作

29

業
に
携
わ
っ
た
バ
ー
ガ
ー
︵
S
am
u
el
D
.B
erg
er︶
新
任
駐
韓
大
使
は
、
六
月
二
七
日
付
で
ソ
ウ
ル
に
着
任
し
、
早
速
日
韓
交
渉
の
早

期
妥
結
を
促
す
政
策
方
針
の
実
行
に
取
り
掛
か

(

)

っ
た
。

30

赴
任
か
ら
ほ
ぼ
一
か
月
が
経
過
し
た
七
月
三
〇
日
、
バ
ー
ガ
ー
大
使
は
、
韓
国
の
指
導
者
た
ち
と
の
面
談
を
踏
ま
え
て
、
楽
観
的
す

ぎ
る
と
も
い
え
る
見
通
し
を
国
務
省
に
報
告

(

)

し
た
。
バ
ー
ガ
ー
大
使
は
、﹁
軍
事
政
権
が
、
一
九
四
五
年
以
来
初
め
て
、
こ
の
厄
介
な

31

問
題
の
解
決
の
た
め
の
﹃
真
の
希
望
﹄
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
﹂
と
述
べ
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、﹁
彼
ら
は
実
用

的
な
政
府
で
あ
り
、
す
べ
て
の
問
題
を
正
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
論
理
的
か
つ
明
確
に
考
え
る
﹂
と
と
も
に
、﹁
決
断
を
下
す
用
意

が
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
軍
事
政
権
の
政
策
志
向
を
手
放
し
に
評
価
し
た
。
さ
ら
に
、﹁
行
動
を
制
約
す
る
国
会
が
存
在

し
な
い
こ
と
﹂
や
﹁
世
論
や
メ
デ
ィ
ア
の
批
判
を
真
剣
に
憂
慮
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
﹂
な
ど
、
軍
事
政
権
の
政
治
的
抑
圧
状
況
そ
の

も
の
を
、
日
韓
交
渉
打
開
の
好
機
に
つ
な
が
る
要
因
と
し
て
強
調
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
バ
ー
ガ
ー
大
使
は
、﹁
も
し

日
本
が
韓
国
の
働
き
か
け
に
対
し
て
賢
明
か
つ
建
設
的
に
︵
in
tellig
en
tly
an
d
con
stru
ctiv
ely
︶
応
じ
れ
ば
、
数
か
月
以
内
に
も
妥
結

が
あ
り
う
る
と
い
う
感
触
を
、
こ
こ
数
日
の
間
に
、
得
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
報
告
し
、
妥
結
へ
の
強
い
期
待
感
を
示
し
た
。

こ
う
し
た
楽
観
的
な
見
通
し
は
、
単
な
る
観
察
者
の
報
告
で
は
な
く
、﹁
触
媒
﹂
と
し
て
の
具
体
的
な
関
与
の
実
行
に
裏
打
ち
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
報
告
電
文
に
よ
る
と
、
バ
ー
ガ
ー
大
使
は
、
新
し
く
駐
日
公
使
に
任
命
さ
れ
た
李
東
煥
と
外
務
部
次
官
︵
朴
東

鎮
：
引
用
者
註
︶
に
対
し
て
、
公
式
の
﹁
調
停
者
﹂
︵
m
ed
iator︶
の
役
割
は
で
き
な
い
が
、﹁
わ
れ
わ
れ
の
助
力
は
信
頼
し
て
よ
い
﹂
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と
、
日
韓
間
の
諸
懸
案
の
妥
結
の
た
め
に
積
極
的
に
関
与
す
る
姿
勢
を
示
す
と
と
も
に
、
実
際
に
、
諸
懸
案
に
つ
い
て
、
事
実
上
の
調

停
と
も
い
え
る
協
議
を
行
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
当
時
の
日
韓
交
渉
の
最
大
の
争
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
請
求
権
の
金
額
と
関
連
し
て
、

か
な
り
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
注
目
を
引
く
。
バ
ー
ガ
ー
大
使
は
、
李
東
煥
公
使
ら
に
対
し
て
、﹁
日
本
も
妥
結
を
切

実
に
望
ん
で
い
る
と
確
信
し
て
お
り
、
池
田
首
相
自
ら
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
と
の
会
談
で
こ
の
点
を
確
認
し
た
﹂
と
述
べ
、
よ
り
具
体
的

に
、
﹁
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
が
今
年
中
に
何
ら
か
の
形
で
数
千
万
ド
ル
を
提
供
し
、
今
後
数
年
間
、
同
じ
金
額
を
提
供
す
る
た
め
の
長

期
協
定
を
結
ぶ
用
意
が
あ
る
と
い
う
確
約
︵
assu
ran
ces︶
を
得
て
い
る
﹂
と
伝
え
た
。
こ
の
段
落
に
は
、
括
弧
の
中
に
、
﹁
Ｆ
Ｙ
Ｉ
﹂

︵﹁
内
々
の
参
考
情
報
﹂︶
と
い
う
形
で
、﹁

(

)

伊
関
は
六
月
二
三
日
、
東
京
で
、
私
に
対
し
て
、
日
本
は
今
年
五
千
万
ド
ル
の
﹃
返
済
不
要

32

の
借
款
﹄
︵
u
n
rep
ay
ab
le
loan
︶
と
、
今
後
五
年
間
に
合
計
二
億
五
千
万
ド
ル
を
提
供
す
る
用
意
が
あ
る
と
述
べ
た
﹂
と
い
う
記
述
が

追
加
さ
れ
て

(

)

い
る
。
こ
こ
で
い
う
﹁
返
済
不
要
の
借
款
﹂
や
﹁
合
計
三
億
ド
ル
﹂
の
借
款
が
、
韓
国
側
の
請
求
権
要
求
と
ど
の
よ
う
な

33

関
係
に
あ
る
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日
本
側
が
第
五
次
日
韓
会
談
︵
一
九
六
〇
年
一
〇
月
～
六
一
年
五
月
︶
か
ら
、﹁
対

韓
経
済
援
助
計
画
﹂
を
持
ち
か
け
る
と
と
も
に
、
経
済
協
力
方
式
に
よ
る
請
求
権
問
題
の
妥
結
を
模
索
し
て
い
た
経
緯
を
考
え
る
と
、

請
求
権
の
総
額
に
関
す
る
や
り
取
り
と
し
て
解
釈
し
て
よ
い
で
あ

(

)

ろ
う
。

34

﹁
合
計
三
億
ド
ル
﹂
と
い
う
具
体
的
な
数
字
を
含
ん
だ
追
記
の
部
分
は
、
電
文
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
国
務
省
本
省
へ
の
情
報
提
供

と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
韓
国
側
に
も
伝
え
ら
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
側
の
関
与
の
プ
ロ
セ
ス

を
見
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
日
韓
両
国
に
対
し
て
、
具
体
的
な
金
額
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
含
め
て
、
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
調
停
活
動

を
展
開
し
て
お
り
、
バ
ー
ガ
ー
大
使
の
﹁
伊
関
情
報
﹂
が
韓
国
政
府
と
も
共
有
さ
れ
た
可
能
性
は

(

)

高
い
。

35

バ
ー
ガ
ー
大
使
が
﹁
伊
関
情
報
﹂
と
し
て
報
告
し
た
﹁
合
計
三
億
ド
ル
﹂
と
い
う
金
額
は
、
他
の
ア
メ
リ
カ
側
資
料
に
も
記
録
さ
れ

て
い
る
。
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
側
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
は
、﹁
請
求
権
﹂
に
つ
い
て
、﹁
依
然

と
し
て
請
求
権
の
総
額
お
よ
び
、
そ
の
う
ち
、
日
本
側
が
直
接
の
請
求
権
と
し
て
認
め
る
金
額
を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
相
違
が
あ
る
が
、
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い
く
つ
か
の
進
展
が
見
ら
れ
た
﹂
と
述
べ
た
上
で
、﹁
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
互
い
に
自
ら
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
わ

れ
わ
れ
は
、
双
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
暫
定
的
な
考
え
方
を
伝
え
ら
れ
て
い
る
﹂
と
記
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
側
は
、
﹁
請
求
権
と
し
て

最
大
五
千
万
ド
ル
と
、
無
償
援
助
と
し
て
今
後
五
年
間
に
二
億
五
千
万
ド
ル
、
さ
ら
に
未
確
定
額
の
長
期
借
款
﹂
を
考
え
て
お
り
、
一

方
、
﹁
韓
国
の
前
政
権
は
、
請
求
権
、
援
助
、
借
款
の
形
式
で
、
今
後
一
〇
年
間
に
一
〇
億
な
い
し
一
二
億
ド
ル
を
も
ら
う
こ
と
、
こ

の
総
額
の
う
ち
、
五
億
な
い
し
六
億
ド
ル
は
、
で
き
れ
ば
請
求
権
と
い
う
名
目
の
無
償
援
助
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
た
﹂
と
い
う
こ
と

で
あ

(

)

っ
た
。

36

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
側
の
資
料
は
、
韓
国
の
民
主
党
政
権
期
に
、
請
求
権
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
日
韓
両
国
が
具
体
的
な
案
を
出
し
つ

つ
、
ア
メ
リ
カ
を
も
巻
き
込
ん
だ
折
衝
が
試
み
ら
れ
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
一
九
六
一
年
五
月
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で
張

勉
政
権
が
倒
れ
、
こ
う
し
た
動
き
は
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
そ
の
過
程
で
確
認
さ
れ
た
日
韓
双
方
の
腹
案
を

土
台
に
、
一
気
に
日
韓
妥
結
へ
と
調
停
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
バ
ー
ガ
ー
大
使
の
楽
観
論
も
、
そ

の
よ
う
な
文
脈
か
ら
出
た
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

︵

︶

B
riefin
g
P
ap
er,̀
R
ecen
t
D
ev
elop
m
en
t
in
K
orea
an
d
P
ossib
le
P
oin
ts
of
D
iscu
ssion
w
ith
th
e
N
ew
K
orean
A
m
b
assad
or,”
n
o
d
ate,attach
ed
to

29
B
attle
to
M
cG
.B
u
n
d
y
,Ju
n
e
29,1961,N
S
F
:C
O
:K
orea,G
en
eral,b
ox
127,JF
K
L
;M
em
C
on
,̀
P
resen
tation
of
L
etter
b
y
K
orean
A
m
b
assad
or,”
Ju
n
e

30,1961,Ibid
.

︵

︶

バ
ー
ガ
ー
大
使
の
着
任
の
日
付
は
、
秦
郁
彦
編
﹃
世
界
諸
国
の
制
度
・
組
織
・
人
事

一
八
四
〇
︱
二
〇
〇
〇
﹄
︵
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
︶、
六
一
八
頁
。

30
︵

︶

S
eou
l︵
B
erg
er︶
to
S
ecS
tate,E
m
b
tel
189,Ju
ly
30,1961,D
D
R
S
.

31
︵

︶

伊
関
佑
二
郎
ア
ジ
ア
局
長
︵
一
九
五
九
年
六
月
～
一
九
六
二
年
一
〇
月
︶。
伊
関
局
長
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

32
︵

︶

バ
ー
ガ
ー
大
使
の
着
任
は
六
月
二
七
日
付
で
あ
り
、
ソ
ウ
ル
に
赴
く
途
中
、
東
京
に
立
ち
寄
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
Ｎ
Ｓ
Ｃ
会
議
で
の
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
指
示

33
に
従
い
、
バ
ー
ガ
ー
大
使
が
い
か
に
日
韓
問
題
に
重
点
を
置
い
た
の
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

︵

︶

韓
国
の
民
主
党
政
権
に
対
す
る
日
本
の
﹁
対
韓
経
済
援
助
計
画
﹂
に
つ
い
て
は
、
太
田
修
﹃
日
韓
交
渉
﹄、
一
三
三
～
一
四
三
頁
を
参
照
。
第
五
次
日
韓
会
談
に
お

34
け
る
経
済
協
力
方
式
を
め
ぐ
る
論
議
に
つ
い
て
は
、
韓
国
外
交
文
書
に
基
づ
い
て
、
張
博
珍
の
研
究
が
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。
張
博
珍
＊
﹁
韓
日
会
談
に
お
け
る
植
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民
地
関
係
清
算
研
究
﹂、
二
九
九
～
三
三
〇
頁
。

︵

︶

こ
の
バ
ー
ガ
ー
大
使
の
電
文
報
告
︵
一
九
六
一
年
七
月
三
〇
日
︶
に
つ
い
て
は
、
盧
明
煥
の
未
刊
行
論
文
﹁
池
田
・
張
勉
政
権
期
の
日
韓
会
談
︵
一
九
六
〇
年
八
月

35
二
三
日
～
一
九
六
一
年
五
月
一
六
日
︶﹂
か
ら
教
示
を
得
た
。
盧
明
煥
は
、
こ
の
バ
ー
ガ
ー
大
使
の
電
文
、
後
述
の
池
田
訪
米
用
の
ア
メ
リ
カ
側
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ

ー
、
お
よ
び
日
本
側
外
交
文
書
の
自
民
党
議
員
団
の
訪
韓
︵
一
九
六
一
年
五
月
︶
関
連
資
料
な
ど
に
基
づ
い
て
、
同
議
員
団
に
随
行
し
た
伊
関
局
長
の
活
動
に
焦
点
を

合
わ
せ
、
一
九
六
一
年
五
月
、
す
な
わ
ち
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
の
直
前
の
時
点
ま
で
に
は
、
池
田
政
権
と
張
勉
政
権
の
間
に
、
一
九
六
五
年
六
月
の
最
終
的
な
結
果
と
ほ

ぼ
同
じ
方
式
︵
無
償
・
有
償
の
経
済
協
力
︶
と
金
額
︵
合
計
五
億
ド
ル
︶
で
の
政
治
決
着
に
事
実
上
合
意
し
た
が
、
朴
正
熙
政
権
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
が

た
め
に
断
絶
が
生
じ
、
長
い
交
渉
の
末
に
ほ
ぼ
同
じ
結
果
に
た
ど
り
つ
い
た
と
い
う
興
味
深
い
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。
六
一
年
五
月
の
伊
関
・
金
溶
植
会
談
に
集
約

さ
れ
る
池
田
・
張
勉
政
権
間
の
合
意
が
ど
の
程
度
の
公
式
性
と
実
現
可
能
性
を
持
つ
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
事
実
の
解
明
と
総
合
的
な
解
釈
が
必
要
で
あ
る

が
、
従
来
の
通
説
的
な
理
解
に
対
す
る
重
要
な
問
題
提
起
と
い
え
る
。
本
稿
の
以
下
の
部
分
で
は
、
こ
の
仮
説
か
ら
示
唆
を
得
え
つ
つ
、
関
連
す
る
日
韓
米
の
外
交
文

書
を
精
査
し
、
六
一
年
五
月
の
日
韓
間
の
﹁
合
意
﹂
の
実
態
や
影
響
な
ど
に
つ
い
て
、
実
証
的
な
解
明
を
試
み
る
。

︵

︶

P
osition
P
ap
er
V
IW
P
-29,V
isit
of
P
rim
e
M
in
ister
Ik
ed
a
to
W
ash
in
g
ton
,Ju
n
e
20-23,1961,̀
Jap
an
ese-K
orean
R
elation
s,”
Ju
n
e
16,1961,N
S
F
:

36
C
O
:Jap
an
,S
u
b
jects,Ik
ed
a
V
isit
6/61,B
riefin
g
B
ook
,S
u
b
stan
tiv
e,b
ox
125,JF
K
L
︵
D
D
R
S
に
も
収
録
︶。

四

政
治
決
着
の
前
史

︱
︱
張
勉
政
権
期
の
日
韓
折
衝
と
請
求
権
問
題

以
上
の
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る
﹁
三
億
ド
ル
﹂
や
﹁
六
億
ド
ル
﹂
な
ど
の
金
額
は
、
請
求
権
問
題
の
政
治
決
着
で
あ
っ
た
﹁
大
平
・

金
メ
モ
﹂
︵
無
償
供
与
三
億
ド
ル
、
有
償
援
助
二
億
ド
ル
、
民
間
資
金
一
億
ド
ル
以
上
︶
や
最
終
的
な
合
意
︵
無
償
三
億
ド
ル
、
有
償
二
億
ド

ル
、
民
間
資
金
三
億
ド
ル
︶
と
の
関
連
で
大
変
興
味
深
い
。
無
償
な
ど
の
枠
組
み
は
多
少
異
な
る
が
、
三
億
ド
ル
、
六
億
ド
ル
、
八
億

ド
ル
と
い
っ
た
数
字
が
最
終
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
実
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
後
、
朴
正
熙
政
権
初
期
の
日
韓
交
渉
と
ア
メ
リ

カ
の
関
与
は
、
請
求
権
の
金
額
を
中
心
的
な
争
点
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
日
米
韓
そ
れ
ぞ
れ
の
考

え
方
の
背
景
と
し
て
、
民
主
党
・
張
勉
政
権
か
ら
朴
正
熙
軍
事
政
権
に
至
る
ま
で
の
請
求
権
の
金
額
を
め
ぐ
る
交
渉
に
つ
い
て
、
日
韓
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の
外
交
文
書
に
基
づ
い
て
主
な
動
き
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

す
で
に
先
行
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
請
求
権
問
題
に
つ
い
て
、
日
韓
間
で
具
体
的
な
金
額
を
め
ぐ
る
議
論
が
表
面
化
す
る

の
は
、
一
九
六
〇
年
八
月
、
韓
国
で
民
主
党
・
張
勉
政
権
が
誕
生
し
、
日
韓
と
も
に
﹁
経
済
主
義
﹂
の
発
想
お
よ
び
韓
国
情
勢
の
不
安

定
化
へ
の
危
機
意
識
の
共
有
を
土
台
に
、
日
韓
交
渉
の
早
期
妥
結
を
本
格
的
に
模
索
し
は
じ
め
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇

年
一
〇
月
末
に
第
五
次
日
韓
会
談
予
備
会
談
が
開
か
れ
る
と
、﹁
日
本
政
府
が
対
韓
賠
償
と
し
て
七
億
ド
ル
を
提
案
﹂
︵﹃
読
売
新
聞
﹄
一

九
六
〇
年
一
一
月
二
六
日
︶
な
ど
、
具
体
的
な
金
額
に
関
す
る
新
聞
報
道
が
相
次
い
だ
。
こ
の
報
道
は
、
情
報
の
出
所
と
し
て
、
韓
国

の
鄭
一
亨
外
務
部
長
官
の
発
言
で
あ
る
と
し
た
が
、
韓
国
外
務
部
は
こ
れ
を
公
式
に
否
定
し
た
。
兪
鎮
午
韓
国
側
首
席
代
表
が
伊
関
佑

二
郎
ア
ジ
ア
局
長
に
対
し
て
、
新
聞
報
道
の
﹁
七
億
、
六
億
の
根
拠
や
経
緯
﹂
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る

と
、
日
本
側
か
ら
の
正
式
提
案
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が

(

)

高
い
。

37

一
九
六
〇
年
末
か
ら
六
一
年
初
め
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
韓
国
政
府
内
部
の
公
式
文
書
に
も
、
﹁
日
本
側
は
、
対
米
Ｇ

Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｏ
Ａ
及
び
Ｅ
Ｒ
Ｏ
Ａ
債
務
二
〇
億
ド
ル
の
う
ち
、
六
億
ド
ル
を
対
韓
経
済
援
助
に
充
当
し
、
残
り
を
抹
消
し
、
対
米
債
務
と
対

韓
援
助
を
同
時
に
解
決
す
る
と
い
う
構
想
を
も
っ
て
い
る
模
様
﹂
と
記
し
て
い
る
が
、
﹁
対
韓
経
済
援
助
六
億
ド
ル
﹂
の
根
拠
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
推
測
に
よ
る
記
述
と
な
っ
て

(

)

い
る
。
日
韓
間
で
何
ら
か
の
打
診
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
が
、
今

38

の
と
こ
ろ
、
日
韓
の
外
交
文
書
か
ら
﹁
六
億
な
い
し
七
億
﹂
の
提
案
の
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
文
書
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る

の
は
、
韓
国
側
の
追
求
す
べ
き
請
求
権
の
総
額
と
し
て
、﹁
韓
国
側
が
想
定
し
た
請
求
権
総
額
三
六
六
億
円
︵
二
四
億
ド
ル
︶
の
う
ち
、

日
本
の
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
賠
償
総
額
八
億
ド
ル
︵
純
賠
償
五
・
五
億
ド
ル
、
経
済
援
助
二
・
五
億
ド
ル
︶
よ
り
少
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
努

力
す
べ
き
﹂
と
し
、﹁
六
億
ド
ル
の
経
済
援
助
を
受
け
入
れ
る
場
合
、
純
請
求
権
で
最
低
二
億
な
い
し
三
億
ド
ル
は
確
保
す
べ
き
﹂
と

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
張
勉
政
権
期
に
韓
国
側
の
目
標
と
し
て
﹁
六
億
ド
ル
な
い
し
八
億
ド
ル
﹂
の
線
を
内
部
的
に
検
討
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
資
料
と
し
て
興
味
深
い
。
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具
体
的
な
金
額
を
め
ぐ
る
日
韓
政
府
間
の
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
や
り
取
り
が
外
交
文
書
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
最
初
の
例
は
、
一
九
六
一

年
五
月
の
自
民
党
議
員
団
の
訪
韓
︵
五
月
六
日
～
一
二
日
︶
に
随
行
し
た
伊
関
佑
二
郎
ア
ジ
ア
局
長
に
よ
る
非
公
式
の
打
診
で
あ
る
。

外
務
省
内
部
資
料
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録
﹂
か
ら
は
、
こ
の
自
民
党
議
員
団
の
訪
韓
に
至
る
過
程
で
、

伊
関
ア
ジ
ア
局
長
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
様
子
が
窺

(

)

え
る
。
一
九
六
一
年
一
月
、
伊
関
ア
ジ
ア
局
長
が
自
由
民
主
党
外
交
調
査

39

会
で
、
再
開
さ
れ
た
日
韓
会
談
第
五
次
会
談
に
つ
い
て
、﹁
会
談
妥
結
が
か
な
り
難
し
い
﹂
と
の
展
望
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、﹁
大
多
数
の

出
席
者
﹂
か
ら
、﹁
と
も
角
早
く
国
交
を
樹
立
し
て
経
済
協
力
に
よ
り
韓
国
経
済
を
建
て
直
す
べ
き
で
あ
る
。
現
在
の
ま
ま
で
は
北
朝

鮮
に
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
あ
ま
り
細
か
い
こ
と
に
拘
ら
ず
大
き
な
立
場
で
や
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
意
見
が
相
次
い
だ
。
こ

れ
を
契
機
に
、
自
民
党
内
に
日
韓
会
談
の
積
極
推
進
派
が
浮
上
し
、
四
月
二
六
日
に
石
井
光
次
郎
を
座
長
に
、
岸
信
介
、
佐
藤
栄
作
ら

二
四
人
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
﹁
日
韓
問
題
懇
談
会
﹂
が
発
足
し
た
。
こ
の
懇
談
会
を
母
体
に
、
野
田
卯
一
を
団
長
に
田
中
角
栄
ら
八
人

の
自
民
党
議
員
団
の
訪
韓
と
な
っ
た
。

伊
関
局
長
は
﹁
随
行
﹂
と
い
う
資
格
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
韓
国
政
府
と
の
非
公
式
の
政
治
折
衝
を
任
務
と
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
親
善
訪
問
の
儀
礼
的
な
行
事
が
続
く
日
程
の
中
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
交
渉
は
、
五
月
九
日
の
伊
関
局
長
と
韓
国
の
金
溶
植
外

務
部
次
官
と
の
会
談
で
な
さ
れ
た
。
表
向
き
は
非
公
式
会
談
で
あ
っ
た
が
、
伊
関
局
長
自
ら
会
談
の
冒
頭
に
、﹁
自
分
は
池
田
総
理
よ

り
、
韓
国
政
府
の
見
解
を
打
診
し
、
意
見
交
換
を
行
う
よ
う
指
示
を
受
け
、
来
韓
し
た
﹂
と
述
べ
て

(

)

お
り
、
実
際
に
、
請
求
権
や
漁
業

40

問
題
、
法
的
地
位
な
ど
、
主
要
懸
案
に
関
す
る
詳
細
な
議
論
と
と
も
に
、
今
後
の
交
渉
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
一
定
の
合
意
が
成
立

す
る
な
ど
、
か
な
り
密
度
の
高
い
会
談
と
な
っ
て

(

)

い
る
。

41

日
本
側
記
録
に
よ
る
と
、
こ
の
伊
関
・
金
会
談
で
は
、
ま
ず
、﹁
今
後
の
段
取
り
﹂
に
つ
い
て
、
﹁
①
予
備
会
談
は
l
月
一
杯
で
打
ち

切
る
︵
先
方
は
﹃
な
る
べ
く
早
く
打
ち
切
り
た
い
﹄︶
、
②
m
～
n
月
に
互
い
に
国
内
で
政
治
決
定
を
行
う
、
③
o
月
に
極
秘
理
に
両
国
政

府
間
で
政
治
折
衝
を
行
う
︵
そ
の
際
、
請
求
権
の
金
額
と
漁
業
協
定
を
協
議
︶
、
④
p
月
に
本
会
談
を
開
催
︵
本
会
談
は
�
か
月
位
で
終
わ
る
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こ
と
を
目
標
と
す
る
︶
﹂
と
い
う
こ
と
に
合
意
さ
れ
た
。
日
本
側
記
録
に
は
、﹁
金
次
官
が
上
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
考
え
て
い
る

主
な
理
由
は
、
張
国
務
総
理
が

月
末
訪
米
か
ら
帰
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
だ
﹂
と
記
し
て
お
り
、
同
訪
韓
団
が
張
勉
総
理
の

7

訪
日
招
請
の
親
書
を
手
渡
し
た
こ
と
な
ど
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
六
月
の
池
田
首
相
の
訪
米
、
七
月
の
張
勉
国
務
総
理
の
訪
米
と
訪

日
な
ど
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
政
治
折
衝
を
経
て
、
日
韓
会
談
の
年
内
の
短
期
決
着
を
目
指
し
て
い
た
よ
う
で

(

)

あ
る
。

42

最
大
の
争
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
請
求
権
問
題
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
や
り
取
り
が
な
さ
れ
た
。
伊
関
局
長
は
、﹁
日
本

側
と
し
て
も
、
漁
業
問
題
さ
え
解
決
す
る
な
ら
ば
、
請
求
権
を
解
決
す
る
こ
と
に
異
存
は
な
い
﹂
と
述
べ
た
上
で
、﹁
①
は
っ
き
り
し

た
個
人
債
務
の
よ
う
な
も
の
は
請
求
権
と
し
て
解
決
し
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
請
求
権
は
無
償
援
助
と
す
る
か
、
も
し
く
は
②
す
べ
て
を

無
償
援
助
と
す
る
か
、
二
つ
の
解
決
方
法
が
あ
り
、
そ
の
他
に
、
一
般
の
経
済
援
助
︵
そ
の
中
に
は
、
政
府
借
款
と
民
間
ベ
ー
ス
の
も
の

と
あ
り
、
民
間
ベ
ー
ス
の
中
に
は
、
さ
ら
に
純
民
間
ベ
ー
ス
の
も
の
と
、
政
府
が
輸
銀
の
資
金
面
で
面
倒
を
み
る
も
の
と
あ
る
︶
が
あ
る
﹂
と

説
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
金
次
官
は
、﹁
大
体
日
本
側
の
考
え
方
に
乗
っ
て
き
た
感
じ
で
あ
っ
た
が
、
再
三
に
わ
た
り
、
無
償
の
経

済
援
助
は
い
く
ら
位
を
考
え
て
い
る
の
か
と
質
し
た
﹂
と
、
日
本
側
議
事
録
は
記
し
て
い
る
。
韓
国
側
は
経
済
協
力
方
式
に
よ
る
妥
結

の
方
向
性
を
ほ
ぼ
受
け
入
れ
た
と
も
取
れ
る
表
現
だ
が
、
具
体
的
な
金
額
に
つ
い
て
は
、
伊
関
局
長
は
、﹁
そ
れ
は
ハ
イ
・
レ
ヴ
ェ
ル

の
政
治
折
衝
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
韓
国
側
の
希
望
も
あ
ろ
う
か
ら
、
今
こ
こ
で
は
何
と
も
い
え
な
い
﹂
と
答
え

る
に
と
ど
ま
っ
て

(

)

い
る
。
韓
国
側
の
記
録
に
も
、
金
額
に
つ
い
て
は
、
伊
関
局
長
か
ら
﹁
自
分
が
韓
国
に
来
る
前
に
箱
根
で
池
田
総
理

43

と
こ
れ
に
つ
い
て
議
論
し
た
が
、
自
分
と
し
て
は
何
も
言
え
な
い
﹂﹁
漁
業
問
題
で
韓
国
側
が
誠
意
あ
る
対
応
を
し
て
く
れ
れ
ば
、
他

の
問
題
は
難
し
く
な
い
﹂
な
ど
、
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
の
発
言
が
あ
り
、
具
体
的
な
金
額
の
提
示
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で

(

)

あ
る
。

44

こ
う
し
た
や
り
と
り
の
後
、
金
溶
植
次
官
は
、﹁
上
記
の
こ
と
を
、
本
p
日
午
後
、
国
務
総
理
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か

ら
、
そ
の
上
で
、
も
う
一
度
連
絡
し
よ
う
﹂
と
述
べ
、
日
本
側
記
録
に
は
、﹁
そ
の
後
、
l
月

日
の
伊
関
・
金
第
二
回
会
談
の
席
上
、

12

金
次
官
は
、
m
日
の
会
談
の
結
果
は
国
務
総
理
に
報
告
し
た
が
、
韓
国
側
と
し
て
も
全
面
的
に
あ
れ
で
結
構
で
す
と
述
べ
た
。
な
お
、
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別
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
張
勉
国
務
総
理
は
、
n
日
の
閣
議
終
了
後
、
関
係
閣
僚
に
も
こ
の
趣
旨
を
伝
え
た
模
様
で
あ
る
﹂
と
記
さ
れ
て

(

)

い
る
。

45形
式
的
に
は
非
公
式
会
談
で
あ
り
、﹁
全
面
的
に
あ
れ
で
結
構
で
す
﹂
と
い
う
曖
昧
な
表
現
が
一
体
ど
の
よ
う
な
合
意
を
意
味
す
る

の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
韓
交
渉
の
歴
史
に
お
い
て
、
こ
の
伊
関
・
金
会
談
は
、
日
本
政
府
が
経
済
協
力
方
式
に
よ
る
請

求
権
問
題
の
妥
結
と
い
う
考
え
方
を
韓
国
政
府
に
初
め
て
正
式
に
提
案
し
た
と
い
う
点
で
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
提

案
に
対
し
て
、
韓
国
の
張
勉
国
務
総
理
は
、
非
公
式
な
が
ら
、
原
則
的
な
同
意
を
与
え
た
の
で

(

)

あ
る
。

46

請
求
権
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
伊
関
局
長
を
中
心
に
、
別
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
し
て
、
日
韓
間
で
水
面
下
の
折
衝
が
行
わ
れ
た
。
伊

関
は
、
外
務
省
内
部
用
の
回
想
記
録
で
、
次
の
よ
う
に
証
言
し
て

(

)

い
る
。

47

﹁
当
時
、
民
主
党
政
策
委
員
会
副
議
長
韓
通
淑
︵
の
ち
逓
信
部
長
官
︶
と
国
防
部
長
官
玄
錫
虎
は
、
私
の
大
東
亜
省
時
代
の
部
下
で

(

)

あ
り
、

48

そ
の
後
、
韓
通
淑
は
、
私
が
金
溶
植
に
話
し
た
こ
と
を
張
勉
総
理
が
閣
議
で
報
告
し
た
の
で
詳
し
く
聞
い
た
と
い
い
、﹃
日
本
側
の
案
は
い
く

ら
だ
﹄
と
私
に
い
う
か
ら
﹃
数
字
は
い
え
ん
﹄
と
い
っ
た
ら
、
韓
通
淑
は
﹃
五
億
ド
ル
出
し
て
も
ら
え
ば
﹄
と
い
っ
た
ね
。
五
億
ド
ル
と
い
う

の
は
、
彼
か
ら
出
た
発
言
だ
。
だ
か
ら
当
時
、
向
こ
う
の
内
部
で
は
、
そ
ん
な
数
字
が
出
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
の
帰
り
の
飛
行

機
で
、
私
は
野
田
さ
ん
、
田
中
角
栄
さ
ん
と
三
人
で
話
し
て
、﹃
向
こ
う
は
五
億
ド
ル
と
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
大
体
三
億
ド
ル
と
思
っ
て

い
る
﹄
と
い
っ
た
ら
、
田
中
角
栄
さ
ん
が
﹃
そ
れ
位
は
当
然
だ
ろ
う
﹄
と
い
っ
て
い
た
の
が
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
野
田
さ
ん
と
田
中
さ
ん

が
、﹃
そ
の
辺
は
い
い
数
字
だ
ね
﹄
と
い
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
時
に
す
で
に
三
億
ド
ル
と
い
う
数
字
が
出
て
い
る
ね
。﹂

張
勉
政
権
の
要
人
と
の
非
公
式
折
衝
に
つ
い
て
、
韓
国
側
外
交
文
書
に
は
該
当
す
る
資
料
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
当
時
の
関
係
者
の

証
言
は
そ
の
事
実
を
あ
る
程
度
裏
付
け
る
。
当
時
、
韓
国
の
参
議
院
議
員
と
し
て
自
民
党
議
員
団
の
歓
迎
委
員
会
委
員
長
を
務
め
た
金
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龍
周
は
、
議
員
団
の
ソ
ウ
ル
滞
在
中
に
、﹁
韓
日
会
談
の
再
開
と
妥
結
の
た
め
、
数
回
の
秘
密
折
衝
を
行
っ
た
﹂
と
証
言
し
て
い
る
。

金
龍
周
に
よ
る
と
、﹁
事
前
に
彼
ら
に
随
行
し
た
伊
関
ア
ジ
ア
局
長
と
か
つ
て
北
中
国
で
日
本
外
交
官
と
し
て
勤
め
た
こ
と
が
あ
る
韓

通
淑
参
議
院
議
員
を
通
し
て
、
伊
関
と
接
触
し
、
彼
ら
の
意
図
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
私
た
ち
の
希
望
す
る
請
求
権
の
総
額
は
、

﹃
最
低
六
億
ド
ル
以
上
﹄
と
い
う
意
思
を
何
気
な
く
伝
え
﹂、
折
衝
の
結
果
、﹁
無
償
三
億
ド
ル
、
有
償
二
億
ド
ル
程
度
で
双
方
が
互
い

に
努
力
す
る
こ
と
で
意
見
が
接
近
﹂
し
、
こ
の
事
実
を
張
勉
総
理
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
張
勉
総
理
か
ら
、
﹁
こ
の
程
度
の
線
な
ら
進
め

て
み
よ
う
﹂
と
い
う
了
承
を
え
た
と

(

)

い
う
。

49

一
方
、
伊
関
は
、
帰
国
後
、
外
務
省
内
の
報
告
メ
モ
で
、﹁
今
後
の
ヤ
マ
は
、
結
局
、
日
本
側
が
い
く
ら
拂
う
か
肚
を
き
め
る
に
か

か
っ
て
い
る
﹂
と
述
べ
、
早
期
妥
結
の
た
め
に
は
日
本
側
の
政
治
的
決
断
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
請
求
権
問
題
の
解

決
の
た
め
の
金
額
に
つ
い
て
、﹁
自
分
の
一
試
案
﹂
と
し
つ
つ
、﹁
無
償
経
済
援
助
を
年
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
五
年
間
継
続
、
計
二
億
五
〇

〇
〇
万
ド
ル
、
請
求
権
に
基
づ
く
債
務
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
合
計
三
億
ド
ル
と
、
そ
の
他
に
有
償
経
済
援
助
の
た
め
年
五
〇
〇
〇
万
ド

ル
の
資
金
の
枠
を
用
意
し
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
年
一
億
ド
ル
﹂
と
い
う
具
体
的
な
案
を
提
示
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、﹁
ア
メ
リ

カ
の
一
年
分
の
援
助
が
二
億
数
千
万
ド
ル
だ
か
ら
、
そ
れ
に
も
足
り
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
み
っ
と
も
な
く
て
持
出
し
に
く
い
﹂
と
い

う
点
を
あ
げ
た
。
さ
ら
に
、
韓
国
側
の
要
求
額
に
つ
い
て
は
、﹁
韓
国
側
は
非
公
式
の
話
し
合
い
の
際
、
五
億
ド
ル
位
も
ら
い
た
い
よ

う
な
口
吻
で
あ
っ
た
﹂
と
述

(

)

べ
た
。

50

﹁
伊
関
試
案
﹂
で
示
さ
れ
た
﹁
請
求
権
五
千
万
ド
ル
、
無
償
援
助
二
億
五
千
万
ド
ル
﹂
の
合
計
三
億
ド
ル
は
、
前
述
の
バ
ー
ガ
ー
大

使
へ
の
﹁
伊
関
情
報
﹂
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
追
加
さ
れ
る
﹁
毎
年
五
千
万
ド
ル
の
有
償
援
助
﹂
は
、
ど
の
程
度
の
期
間

を
想
定
す
る
か
で
総
額
は
変
わ
っ
て
く
る
が
、
前
述
の
﹁
さ
ら
に
未
定
額
の
長
期
借
款
﹂
と
い
う
ア
メ
リ
カ
側
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ

ー
の
表
現
と
同
じ
発
想
で
あ
り
、
合
計
す
る
と
﹁
三
億
ド
ル
＋
ア
ル
フ
ァ
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
韓
国
側
の
要
求
額
が
﹁
五
億
ド

ル
﹂
だ
っ
た
と
い
う
伊
関
の
説
明
は
、
前
述
の
金
龍
周
ら
の
証
言
と
は
若
干
異
な
る
が
、
韓
国
が
﹁
最
低
六
億
ド
ル
以
上
﹂
と
い
う
当
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初
の
要
求
か
ら
、﹁
無
償
三
億
、
有
償
二
億
の
合
計
五
億
程
度
﹂
に
下
り
て
き
た
と
い
う
折
衝
の
経
緯
を
踏
ま
え
た
表
現
と
も
考
え
ら

れ
る
。
﹁
五
億
ド
ル
﹂
に
つ
い
て
、
伊
関
自
身
は
韓
国
側
か
ら
出
た
金
額
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
日
韓
双
方
が
水
面
下
で
合
意
し
、

張
勉
国
務
総
理
の
了
承
を
得
た
明
確
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
伊
関
局
長
と
韓
通
淑
ら
と
の

﹁
折
衝
﹂
の
過
程
で
出
た
金
額
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
金
龍
周
の
い
う
﹁
無
償
三
億
、
有
償
二
億
﹂
は
、
枠
組
み
と
し
て
は
伊
関

の
﹁
三
億
ド
ル
＋
ア
ル
フ
ァ
﹂
と
い
う
図
式
と
重
な
り
、
有
償
借
款
の
規
模
次
第
で
は
、
総
額
の
面
で
も
ほ
ぼ
同
じ
水
準
と
な
る
。
伊

関
と
し
て
は
、
日
本
政
府
内
で
は
、﹁
三
億
ド
ル
﹂
を
日
本
の
上
限
と
し
て
提
示
し
つ
つ
、
一
方
で
は
、
韓
国
の
要
求
額
を
﹁
五
億
ド

ル
﹂
線
ま
で
下
げ
、
そ
の
両
者
を
近
づ
け
る
た
め
の
仕
掛
け
を
も
用
意
し
、﹁
政
治
決
着
﹂
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

日
本
の
外
交
文
書
を
見
る
限
り
、
前
述
の
方
式
お
よ
び
総
額
の
提
案
は
、
基
本
的
に
伊
関
ア
ジ
ア
局
長
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
池
田

首
相
や
外
務
省
な
ど
、
政
府
内
で
検
討
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
伊
関
自
身
は
、﹁
韓
国
に
来
る
前
に

箱
根
で
池
田
総
理
と
こ
れ
に
つ
い
て
議
論
し
た
﹂
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
ま
で
に
池
田
が
﹁
無
償
三
億
ド
ル
﹂
案
に
つ
い
て
、

何
ら
か
の
了
承
を
与
え
た
と
い
う
記
録
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
確
認
で
き
な
い
。
そ
の
後
の
請
求
権
金
額
に
対
す
る
池
田
の
厳
し
い
姿
勢

な
ど
を
総
合
的
に
考
え
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
。
当
時
、
経
済
協
力
に
よ
る
請
求
権
解
決
の
構
想
が
政
府
内
で
浮
上
し
て
い
た

が
、
具
体
的
な
金
額
に
つ
い
て
は
、﹁
数
千
万
ド
ル
﹂
の
線
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
。
議
員
団
訪
韓
の
前
年
の

一
九
六
〇
年
七
月
二
二
日
、
伊
関
局
長
の
指
示
で
北
東
ア
ジ
ア
課
が
作
成
し
た
﹁
対
韓
経
済
技
術
協
力
に
関
す
る
予
算
措
置
に
つ
い

て
﹂
の
中
で
、
請
求
権
を
無
償
経
済
協
力
と
い
う
形
で
処
理
す
る
と
い
う
案
と
し
て
、﹁
毎
年
二
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
五
年
間
に
わ
た
り

合
計
一
億
ド
ル
﹂
が
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
外
務
省
内
で
の
回
覧
の
過
程
で
、﹁
総
額
一
億
ド
ル
は
あ
ま
り
に
過
大
で
あ
り
、
大
蔵

省
や
国
会
の
強
い
反
抗
を
受
け
、
却
っ
て
実
現
を
困
難
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
総
額
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
位
が
実
際
上
せ
い
ぜ
い

の
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
つ
け
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
伊
関
は
、
﹁
請
求
権
を
放
棄
す
る

な
ら
ば
一
億
ド
ル
位
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
反
論
し
た
が
、
承
認
に
は
至
ら
な
か

(

)

っ
た
。

51
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当
時
の
日
本
政
府
内
の
議
論
を
考
え
る
と
、﹁
三
億
ド
ル
＋
ア
ル
フ
ァ
﹂
は
か
な
り
大
胆
な
構
想
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
七
月
の

﹁
一
億
ド
ル
﹂
か
ら
一
年
後
に
は
﹁
三
億
ド
ル
＋
ア
ル
フ
ァ
﹂
へ
と
、﹁
伊
関
試
案
﹂
が
大
幅
に
増
額
さ
れ
た
背
景
や
要
因
は
、
今
の
と

こ
ろ
、
不
明
で
あ
る
。
伊
関
自
身
は
﹁
ア
メ
リ
カ
の
援
助
に
比
べ
て
み

(

)

っ
と
も
な
い
金
額
﹂
を
一
つ
の
根
拠
と
し
て
提
示
し
て
お
り
、

52

ア
メ
リ
カ
側
と
の
何
ら
か
の
折
衝
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
資
料
か
ら
は
、
一
九
六
一
年
の
前
半
、
韓
国
張
勉
政
権
の
末
期
に
、
伊
関
ア
ジ
ア
局
長
が
日
韓
会
談
の
早
期
妥
結
を
目
指
し

て
、
あ
る
種
の
﹁
根
回
し
﹂
を
多
面
的
に
展
開
し
た
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。﹁
三
億
ド
ル
＋
ア
ル
フ
ァ
﹂
の
腹
案
を
固
め
つ
つ
、
そ
れ

を
中
心
に
、
自
民
党
内
の
岸
派
な
ど
の
親
韓
派
に
働
き
か
け
、
国
内
政
治
的
な
根
回
し
を
進
め
る
と
と

(

)

も
に
、
自
ら
の
個
人
的
な
人
脈

53

を
駆
使
し
て
、
張
勉
政
権
の
要
人
と
も
非
公
式
折
衝
を
重
ね
、
ア
メ
リ
カ
側
に
も
情
報
を
流
す
な
ど
、
早
期
妥
結
に
向
け
た
環
境
を
整

え
る
と
い
う
構
図
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
が
ど
こ
ま
で
伊
関
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
も
の
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
日

韓
交
渉
へ
の
強
い
関
心
や
積
極
的
な
行
動
に
は
、
個
人
的
な
背
景
や
要
因
が
影
響
し
て
い
た
の
か
も
知
れ

(

)

な
い
。

54

一
九
六
一
年
前
半
、
韓
国
情
勢
を
め
ぐ
っ
て
、﹁
四
月
、
五
月
危

(

)

機
説
﹂
が
広
が
る
中
、
池
田
政
権
と
張
勉
政
権
は
日
韓
交
渉
の
早

55

期
決
着
を
急
ぎ
は
じ
め
て
お
り
、
伊
関
ら
を
通
し
た
折
衝
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
一
定
の
﹁
合
意
﹂
は
、
大
き
な
転
機
と
な
る
可
能

性
を
秘
め
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
五
月
一
一
日
、
自
民
党
議
員
団
の
訪
韓
へ
の
答
礼
と
し
て
、
韓
国
議
員
団
の
訪
日
予
定
が
発
表
さ
れ

た
。
自
民
党
議
員
団
は
、
帰
国
後
、﹁
訪
韓
報
告
会
﹂
を
開
き
、
新
聞
報
道
な
ど
を
通
し
て
、
早
期
妥
結
へ
の
世
論
づ
く
り
に
も
着
手

し
た
。
請
求
権
問
題
の
解
決
方
式
と
し
て
日
本
政
府
の
対
韓
経
済
協
力
︵
無
償
も
し
く
は
借
款
︶
案
に
つ
い
て
、
外
務
省
内
で
検
討
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
新
聞
に
報
道
さ
れ
、
ま
た
、
韓
国
政
府
は
第
一
次
経
済
五
か
年
計
画
案
を
発
表
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
日
本
か
ら
の

経
済
援
助
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
五
月
一
四
日
の
﹃
韓
国
日
報
﹄
は
、﹁
張
勉
国
務
総
理
が
七
月
二
〇
日
に
訪
日
予
定
﹂
と
報

じ
た
。
し
か
し
、
そ
の
二
日
後
の
五
月
一
六
日
に
朴
正
熙
将
軍
に
よ
る
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き
、﹁
伊
関
・
金
溶
植
会
談
﹂
で
想
定

し
た
政
治
決
着
に
よ
る
早
期
妥
結
の
試
み
は
、
日
の
目
を
見
る
こ
と
な
く
、
挫
折

(

)

し
た
。

56
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も
し
五
月
一
六
日
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
合
意
は
実
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
伊
関
が

当
時
を
振
り
返
っ
て
、﹁
私
は
、﹃
韓
国
が
本
当
に
や
る
気
に
な
っ
て
い
る
。
今
度
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
﹄
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
、

私
が
﹃
で
き
る
か
な
﹄
と
思
っ
た
の
は
、
さ
き
の
柳
泰
夏
の
時
に
つ
い
で
二
度
目
だ
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ

(

)

う
に
、
韓
国
の
張
勉
政
権

57

は
、
伊
関
を
通
し
た
日
本
側
の
提
案
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
早
期
妥
結
に
踏
み
切
る
方
針
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
問
題

は
、
張
勉
政
権
の
政
策
実
行
能
力
の
欠
如
に
あ
っ
た
。
張
勉
国
務
総
理
の
個
人
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
弱
さ
に
加
え
て
、
民
主
党
内

部
の
新
旧
派
の
対
立
が
激
化
し
、
張
勉
総
理
に
反
対
す
る
旧
派
は
内
閣
か
ら
離
れ
、
野
党
に
転
じ
た
。
日
韓
会
談
、
と
り
わ
け
請
求
権

問
題
は
、
野
党
に
と
っ
て
、
国
民
の
世
論
を
背
景
に
し
た
強
硬
論
を
展
開
し
や
す
く
、
政
権
を
揺
さ
ぶ
る
格
好
の
批
判
材
料
で
も
あ
っ

た
。
現
に
、
一
九
六
〇
年
九
月
、
小
坂
外
相
が
戦
後
日
本
の
閣
僚
と
し
て
初
め
て
訪
韓
し
た
際
に
、
宿
舎
の
半
島
ホ
テ
ル
の
前
で
小
坂

外
相
一
行
に
対
す
る
反
対
デ
モ
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
随
行
し
た
前
田
利
一
北
東
ア
ジ
ア
課
長
︵
当
時
︶
は
、
﹁
後
で
聞

い
た
こ
と
だ
が
、
当
時
与
党
の
民
主
党
内
に
新
派
・
旧
派
が
あ
っ
て
、
張
勉
総
理
の
反
対
派
が
張
勉
総
理
を
困
ら
せ
よ
う
と
い
う
底
意

か
ら
青
年
た
ち
に
や
ら
せ
た
﹂
も
の
で
あ
っ
た
と
述

(

)

べ
た
。
ま
た
、
民
主
党
旧
派
が
組
織
し
た
野
党
新
民
党
は
、
一
九
六
一
年
二
月
三

58

日
、
民
議
院
︵
韓
国
国
会
の
下
院
︶
で
、
日
韓
会
談
の
﹁
四
原
則
﹂
を
打
ち
出
し
た
﹁
韓
日
関
係
に
関
す
る
決
議
﹂
を
主
導
し
、
張
勉

政
権
を
圧
迫

(

)

し
た
。

59

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
政
権
基
盤
の
弱
い
張
勉
政
権
が
日
韓
会
談
の
よ
う
な
論
争
的
な
課
題
を
強
行
で
き
る
可
能
性
に
つ
い
て

は
、
悲
観
的
な
見
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
伊
関
局
長
と
の
折
衝
を
担
当
し
た
金
溶
植
外
務
部
次
官
は
、
張
勉
政
権
期
の
日
韓
交
渉
に

つ
い
て
、﹁
張
勉
総
理
は
韓
日
国
交
正
常
化
に
対
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
は
持
っ
て
い
た
が
、
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
発
揮
で
き
な
か
っ

た
﹂
と
述
懐
し
て

(

)

い
る
。

60

一
方
、
日
本
の
池
田
政
権
の
場
合
も
、
日
韓
会
談
の
早
期
妥
結
へ
の
意
思
と
実
行
力
の
面
で
、
同
じ
く
政
治
的
な
制
約
を
抱
え
て
い

た
。
そ
も
そ
も
﹁
三
億
ド
ル
﹂
の
経
済
援
助
に
よ
る
請
求
権
問
題
の
妥
結
、
年
内
の
政
治
折
衝
に
よ
る
早
期
妥
結
な
ど
を
核
心
と
す
る
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﹁
伊
関
試
案
﹂
が
、
池
田
政
権
内
部
で
ど
の
程
度
の
公
式
性
を
持
ち
、
ま
た
共
有
さ
れ
た
決
定
だ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
今
の

と
こ
ろ
、
池
田
首
相
自
ら
が
こ
の
案
に
具
体
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
こ
と
を
示
す
資
料
も
見
当
た
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
伊
関
局

長
を
中
心
と
し
た
外
務
省
の
一
部
が
、
自
民
党
内
の
岸
派
な
ど
の
日
韓
積
極
論
者
と
政
治
的
に
連
携
し
つ
つ
進
め
た
構
想
と
い
っ
た
性

格
が
強
い
。
一
九
六
〇
年
七
月
に
成
立
し
た
池
田
政
権
は
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
、
対
韓
積
極
論
の
岸
派
、
佐
藤
派
、
石
井
派
な
ど

が
主
流
派
と
し
て
政
権
に
加
わ
り
、
池
田
内
閣
の
政
策
に
も
一
定
の
影
響
力
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
年
一
二
月
か
ら
の
第
二
次
池
田

内
閣
に
入
る
と
、
池
田
が
対
中
外
交
へ
の
積
極
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
岸
や
佐
藤
は
徐
々
に
反
池
田
路
線
に
転

(

)

じ
た
。
い
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き
お
い
岸
ら
の
池
田
政
権
の
政
策
へ
の
影
響
力
は
低
下
し
、
岸
派
と
連
携
し
た
日
韓
早
期
妥
結
の
構
想
に
対
し
て
は
、
池
田
自
ら
が
警

戒
感
と
と
も
に
、
消
極
的
な
姿
勢
に
転
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、﹁
伊
関
試
案
﹂
の
一
部
は
、
ア
メ
リ
カ
側
に
も
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
の
日
韓
交
渉
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
関
与

に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
韓
国
側
で
は
、﹁
伊
関
試
案
﹂
を
め
ぐ
る
張
勉
政
権
の
水
面
下
の
折
衝
は
ど

の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
伊
関
と
韓
通
淑
ら
と
の
水
面
下
の
交
渉
は
、
非
公
式
の
折
衝
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
朴
正
熙

軍
事
政
権
側
に
明
確
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
公
式
文
書
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
回
顧
録
な
ど
の
記
述
か
ら
、

少
な
く
と
も
一
九
六
二
年
初
め
ご
ろ
ま
で
に
は
、
金
龍
周
か
ら
、
新
た
に
韓
日
会
談
首
席
代
表
に
任
命
さ
れ
た
裵
義
煥
に
伝
え
ら
れ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
金
龍
周
の
回
顧
に
よ
る
と
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で
引
退
状
態
に
あ
っ
た
一
九
六
二
年
、
訪
米
か
ら
の
帰
国
途

上
、
東
京
に
立
ち
寄
っ
た
際
、
野
田
卯
一
や
田
中
角
栄
な
ど
、
訪
韓
議
員
団
の
数
名
を
裵
義
煥
と
引
き
合
わ
せ
る
と
と
も
に
、
裵
義
煥

に
対
し
て
、﹁
五
・
一
六
︵
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
の
こ
と
：
引
用
者
註
︶
直
前
の
訪
韓
議
員
団
と
の
舞
台
裏
の
折
衝
結
果
で
あ
る
﹃
無
償
三

億
、
有
償
二
億
﹄
の
請
求
権
の
秘
話
を
参
考
ま
で
に
伝
え
た
﹂
と

(

)

い
う
。
一
方
、
裵
義
煥
の
回
顧
録
に
も
、﹁
第
六
次
会
談
の
進
行
中

62

に
、
個
人
的
に
釜
山
商
業
高
校
の
後
輩
で
、
韓
日
会
談
の
た
め
の
外
交
諮
問
委
員
を
長
く
務
め
た
金
龍
周
か
ら
、
民
主
党
政
権
期
に
実

際
に
日
本
か
ら
受
け
取
れ
る
請
求
権
の
規
模
を
五
億
ド
ル
線
で
考
え
た
と
い
う
情
報
を
え
て
い
た
﹂
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
録
が

(

)

あ
る
。
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一
九
六
一
年
六
月
の
池
田
訪
米
以
後
、
ア
メ
リ
カ
の
関
与
が
活
発
化
す
る
中
、
朴
正
熙
軍
事
政
権
は
政
治
決
着
に
よ
る
日
韓
会
談
の

早
期
妥
結
を
目
指
し
て
、
一
連
の
政
治
的
攻
勢
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
、
韓
国
側
の
最
大
の
関
心
は
請
求
権
の
総
額
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
、﹁
伊
関
試
案
﹂
が
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
以
下
、
そ
の
点
も
念
頭
に

置
き
つ
つ
、
第
六
次
日
韓
会
談
の
開
始
を
め
ぐ
る
日
韓
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
動
き
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

︵

︶

駐
日
公
使
か
ら
外
務
部
長
官
﹁
読
売
新
聞
記
事
報
告
﹂、
日
付
不
明
、﹁
第
五
次
韓
日
会
談
予
備
会
談
、
本
会
議
会
議
録
お
よ
び
事
前
交
渉
、
非
公
式
会
談
報
告
、

37
1960.10~
61.5.﹂、
韓
国
外
交
文
書
、
723.1JA

本

1960-61、
713、
C
1-0004-08、
0217~
0218；

韓
日
会
談
首
席
代
表
か
ら
外
務
部
長
官
﹁
伊
関
局
長
と
の
非
公

式
会
合
報
告
﹂、
一
九
六
〇
年
一
二
月
一
五
日
、﹁
同
上
﹂、
C
1-0
0
0
4-0
8、
0
2
2
5
~
0
2
2
8；

﹁
長
官
会
見
答
弁
資
料
﹂、
一
九
六
〇
年
一
二
月
一
六
日
、﹁
同
上
﹂、

C
1-0004-08、
0231~
0233。
読
売
新
聞
の
記
事
は
、﹃
韓
国
日
報
﹄
の
報
道
に
基
づ
い
た
も
の
。
ま
た
、
﹃
東
亜
日
報
﹄︵
一
九
六
〇
年
一
二
月
一
一
日
︶
も
、﹁
日
本

が
韓
国
が
財
産
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
約
六
億
ド
ル
の
資
本
、
技
術
援
助
を
行
う
旨
を
提
案
し
て
き
た
﹂
と
報
じ
だ
。
吉
澤
文
寿
﹃
戦
後
日
韓
関

係
﹄
、
一
一
三
頁
か
ら
再
引
用
。

︵

︶
﹁
韓
国
請
求
権
委
員
会

韓
国
側
の
基
本
政
策
︵
試
案
︶﹂、
日
付
不
明
、﹁
第
五
次
韓
日
会
談
予
備
会
談
、
一
般
請
求
権
少
委
員
会
会
議
録
、
一
～
一
三
次
、

38
1960~
61
﹂
、
韓
国
外
交
文
書
、
723.1JA

請

1960~
61
、
718
、
C
1-0005-01
、
0073~
0080
。
作
成
日
は
不
明
だ
が
、
第
五
次
会
談
請
求
権
委
員
会
第
三
回
会
議
︵
一

九
六
〇
年
一
二
月
一
〇
日
︶
の
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。﹁
試
案
﹂
で
は
あ
る
が
、﹁
基
本
政
策
﹂
と
な
っ
て
お
り
、
公
式
性
は
高
い
。

︵

︶
﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
過
程
の
記
録

総
説
七
﹂、
日
本
外
交
文
書
、
6-1100-505、
一
六
二
～
一
六
五
頁
。

39
︵

︶

伊
関
局
長
の
冒
頭
発
言
は
、
韓
国
側
記
録
に
記
さ
れ
て
い
る
。
駐
英
大
使
か
ら
外
務
部
長
官
﹁
日
本
外
務
省
ア
ジ
ア
局
長
伊
関
氏
の
訪
韓
時
の
会
談
内
容
に
関
す
る

40
件
﹂
、
一
九
六
一
年
九
月
八
日
、﹁
第
六
次
韓
日
会
談
、
予
備
交
渉
、
1
9
6
1、
全
二
巻
︵
V
.2

9-1
0
月
︶﹂
、
韓
国
外
交
文
書
、
7
2
3.1
JA

予

1
9
6
1、
7
2
1、

C
1-0005-04、
0151~
0154。
こ
の
金
溶
植
か
ら
の
報
告
は
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
の
後
、
駐
英
大
使
に
異
動
し
た
金
溶
植
が
本
国
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
応
じ
て
送
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
電
文
で
、
金
溶
植
は
、
同
会
談
が
﹁
公
式
交
渉
の
形
式
を
と
ら
ず
、
意
見
交
換
の
た
め
の

ex
p
loratory
talk
s
の
形
式
を
と
っ
た
﹂
と
し
て
お

り
、
後
述
の
日
本
側
議
事
録
に
比
べ
て
、
会
談
の
内
容
に
つ
い
て
も
概
略
的
な
説
明
に
と
ど
ま
り
、
韓
国
側
の
原
則
的
立
場
を
繰
り
返
し
た
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

︵

︶

同
訪
韓
団
お
よ
び
伊
関
・
金
会
談
に
関
す
る
日
本
側
資
料
は
、﹁
自
民
党
八
議
員
及
び
伊
関
局
長
の
訪
韓
︵
三
六
年
五
月
六
日
～
一
二
日
︶
関
係
会
談
記
録
﹂、
日
本

41
外
交
文
書
、
6-829-514、
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
元
の
資
料
は
、
後
述
す
る
請
求
権
に
関
す
る
部
分
を
中
心
に
、
大
幅
に
削
除
︵
黒
塗
り
︶
さ
れ
て
い

る
。
会
談
の
主
な
部
分
の
記
録
は
、
前
掲
の
﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
七
﹂
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
の
記
録
は
部
分
削
除
さ
れ
ず
、
全
文
公

開
と
な
っ
て
い
る
。

︵

︶
﹁
伊
関
局
長
・
金
溶
植
次
官
会
談
要
旨
﹂、
一
九
六
一
年
五
月
九
日
、﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
七
﹂
、
日
本
外
交
文
書
、
6-1100-505、
一
六
七
頁
。
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︵

︶
﹁
同
上
﹂、
一
七
三
～
一
七
五
頁
。
伊
関
局
長
の
発
言
の
う
ち
、
請
求
権
の
解
決
方
式
を
説
明
し
た
部
分
は
、
﹁
会
談
要
旨
﹂
の
元
の
所
蔵
フ
ァ
イ
ル
︵﹁
自
民
党
八
議

43
員
及
び
伊
関
局
長
の
訪
韓
︵
三
六
年
五
月
六
日
～
一
二
日
︶
関
係
会
談
記
録
﹂、
日
本
外
交
文
書
、
6-829-514
︶
で
は
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。

︵

︶

前
掲
の
駐
英
大
使
か
ら
外
務
部
長
官
﹁
日
本
外
務
省
ア
ジ
ア
局
長
伊
関
氏
の
訪
韓
時
の
会
談
内
容
に
関
す
る
件
﹂、
一
九
六
一
年
九
月
八
日
。
伊
関
・
金
溶
植
会
談

44
の
韓
国
側
議
事
録
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
早
期
妥
結
の
日
程
、﹁
極
秘
裡
の
政
治
折
衝
﹂、
経
済
協
力
方
式
に
よ
る
請
求
権
解
決
の
提
案
な
ど
の
記
述
は
見
当
た
ら
ず
、

金
溶
植
次
官
が
韓
国
側
の
従
来
か
ら
の
立
場
を
繰
り
返
し
、
双
方
の
議
論
が
平
行
線
を
た
ど
っ
た
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
タ
イ
プ
さ
れ
た
議
事
録
の
本

文
の
最
後
に
、﹁
以
上
要
旨
以
外
の
詳
細
に
つ
い
て
は
追
っ
て
連
絡
す
る
﹂
と
い
う
手
書
き
の
追
記
が
あ
る
。
外
務
部
長
官
か
ら
韓
日
会
談
首
席
代
表
、
一
九
六
一
年
五

月
一
五
日
、
﹁
日
本
衆
議
院
議
員
団
訪
韓
、
1961.5.6~
12﹂、
724.52JA

1961、
858、
C
-0009-33、
0070~
0073。

︵

︶
﹁
伊
関
局
長
・
金
溶
植
次
官
会
談
要
旨
﹂、
一
九
六
一
年
五
月
九
日
、﹁
自
民
党
八
議
員
及
び
伊
関
局
長
の
訪
韓
︵
三
六
年
五
月
六
日
～
一
二
日
︶
関
係
会
談
記
録
﹂、

45
日
本
外
交
文
書
、
6-829-514。﹁
六
日
の
会
談
の
結
果
﹂
は
、﹁
九
日
の
会
談
の
結
果
﹂
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
訪
韓
団
の
日
程
表
に
よ
る
と
、
五
月
六
日
は
、
議
員
団

の
ソ
ウ
ル
到
着
日
で
あ
り
、
会
談
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
張
勉
国
務
総
理
の
閣
議
で
の
指
示
な
ど
を
伝
え
た
﹁
別
の
情
報
﹂
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
伊
関

局
長
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
韓
通
淑
逓
信
部
長
官
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

︵

︶

金
溶
植
は
回
顧
録
で
は
、
韓
国
側
議
事
録
よ
り
は
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
、
一
九
六
一
年
五
月
九
日
の
伊
関
局
長
の
会
談
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
に
言
及
し
、
﹁︵
こ

46
の
会
談
で
︶
初
め
て
無
償
、
有
償
の
形
式
で
日
本
が
韓
国
に
支
払
う
と
い
う
話
が
出
た
﹂、﹁
金
額
は
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
支
払
の
形
式
は
議
論
さ
れ
た
﹂
と
述
べ
、

日
本
側
か
ら
﹁
無
償
援
助
、
有
償
借
款
、
民
間
借
款
﹂
の
経
済
援
助
方
式
に
よ
る
﹁
政
治
的
妥
結
﹂
の
提
案
が
あ
っ
た
と
い
う
意
味
を
強
調
し
て
い
る
。
金
溶
植
＊

﹃
夜
明
け
の
約
束
︱
金
溶
植
外
交
三
三
年
﹄︵
キ
ム
ヨ
ン
社
、
一
九
九
三
︶、
三
四
三
～
三
四
四
頁
。
ま
た
、
韓
国
側
外
交
文
書
を
詳
細
に
検
討
し
た
張
博
珍
は
、
こ
の
会

談
に
つ
い
て
、﹁
非
公
式
な
が
ら
、
経
済
協
力
に
よ
る
解
決
と
い
う
日
本
政
府
の
意
思
が
正
式
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
公
式
文
書
で
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
れ

が
初
め
て
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。
張
博
珍
﹁
韓
日
会
談
に
お
け
る
植
民
地
関
係
清
算
研
究
﹂、
三
一
七
頁
。

︵

︶

伊
関
佑
二
郎
﹁
日
韓
交
渉
の
回
顧
﹂︵
日
韓
交
渉
史
編
纂
の
た
め
の
外
務
省
内
の
聞
き
取
り
、
一
九
六
九
年
一
二
月
三
日
︶、
﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総

47
説
七
﹂
、
一
八
〇
～
一
八
一
頁
。

︵

︶

伊
関
の
経
歴
は
完
全
に
は
確
認
で
き
な
い
が
、
大
戦
中
、
関
東
軍
司
令
官
兼
駐
満
大
使
植
田
謙
吉
の
秘
書
官
、
北
京
大
使
館
勤
務
、
青
島
領
事
な
ど
、
中
国
勤
務
が

48
長
い
。
一
方
、
韓
通
淑
は
、
一
九
四
〇
年
か
ら
大
東
亜
省
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る
興
亜
院
事
務
官
を
経
て
、
一
九
四
五
年
か
ら
北
京
大
使
館
に
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
り
、

玄
錫
虎
に
も
一
九
四
四
年
か
ら
北
京
総
領
事
館
勤
務
の
経
歴
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
韓
通
淑
の
場
合
、
中
国
で
の
勤
務
で
伊
関
と
重
な
る
部
分
が
多
く
、﹁
大
東
亜
省
時

代
の
部
下
﹂
と
い
う
関
係
性
が
よ
り
強
い
。
伊
関
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、﹁
時
の
人
・
伊
関
佑
二
郎
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄、
一
九
五
三
年
六
月
一
三
日；

秦
郁
彦
編
﹃
日
本
官

僚
制
総
合
事
典
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
︶
な
ど
を
参
照
。

韓
通
淑
に
つ
い
て
は
、
h
ttp
://w
w
w
.k
ip
a.re.k
r:150/k
ip
asv
c/ap
04000e.asp
?id
=
1256&
col1
=
N
1163
、
玄
錫
虎
に
つ
い
て
は
、
h
ttp
://k
o.w
ik
ip
ed
ia.org
/

w
ik
i/%
E
D
%
98%
84%
E
C
%
84%
9D
%
E
D
%
98%
B
8
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

伊
関
と
韓
通
淑
ら
の
接
触
は
、
自
民
党
議
員
団
の
訪
韓
以
前
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
張
勉
政
権
が
成
立
し
た
直
後
の
一
九
六
〇
年
九
月
、
小
坂
外
相
が
訪
韓
し
た
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際
に
伊
関
も
同
行
し
、
ソ
ウ
ル
で
韓
通
淑
や
玄
錫
虎
ら
と
接
触
し
て
い
る
。﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
七
﹂、
五
〇
頁
。
伊
関
は
、
韓
通
淑
に
つ
い
て
、

自
民
党
議
員
団
の
訪
韓
当
時
は
民
主
党
政
策
委
員
会
副
議
長
で
あ
り
、
後
に
逓
信
部
長
官
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
韓
国
政
府
の
人
事
記
録
に
よ
る
と
、
韓
通
淑

の
逓
信
部
長
官
在
任
期
間
は
、
一
九
六
一
年
一
月
三
〇
日
か
ら
同
年
五
月
一
八
日
と
な
っ
て
い
る
。
韓
国
国
家
記
録
院
の
﹁
ナ
ラ
記
録
検
索
﹂
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

︵
h
ttp
://search
.arch
iv
es.g
o.k
r/m
y
h
om
e.h
tm
︶
で
検
索
。
韓
通
淑
の
職
位
に
関
す
る
伊
関
の
回
顧
は
、
前
年
九
月
の
小
坂
外
相
の
訪
韓
の
時
と
混
同
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

︵

︶
﹁
金
龍
周
﹂
＊
﹃
財
界
回
顧
二
︱
元
老
企
業
人
篇
Ⅱ
﹄︵
韓
国
日
報
社
出
版
局
、
一
九
八
一
︶、
一
三
〇
～
一
三
一
頁
。
金
龍
周
は
李
承
晩
政
権
期
に
駐
日
大
使
︵
一

49
九
五
〇
年
六
月
～
五
一
年
六
月
︶
を
務
め
、
当
時
は
民
主
党
所
属
の
参
議
院
議
員
で
あ
っ
た
。
当
時
、
張
勉
政
権
の
経
済
政
策
に
深
く
関
わ
っ
た
財
界
人
の
金
立
三
も
、

自
民
党
議
員
団
の
訪
韓
時
に
、﹁
韓
通
淑
氏
が
舞
台
裏
で
多
く
の
役
割
を
果
た
﹂
し
、﹁
わ
が
政
府
は
、
韓
通
淑
氏
と
伊
関
氏
の
親
し
い
関
係
を
利
用
し
て
、
日
本
が
日

韓
修
交
の
代
価
と
し
て
ど
の
程
度
の
金
額
を
払
う
用
意
が
あ
る
か
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
、
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
の
証
言
を
残
し
て
い
る
。
金
容
三
＊

﹁
証
言
︱
金
立
三
の
経
済
開
発
秘
史
﹂﹃
新
東
亜
﹄
一
九
九
四
年
四
月
号
、
四
一
四
頁
。
金
龍
周
と
金
立
三
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
太
田
修
﹃
日
韓
交
渉
﹄、
一
四
一
、
三

六
六
頁
か
ら
教
示
を
得
た
。

︵

︶
﹁
伊
関
局
長
の
所
見
、
考
え
方
﹂︵
五
月
一
五
日
︶、﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
七
﹂、
一
七
七
～
一
七
八
頁
。

50
︵

︶
﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
七
﹂、
五
二
～
六
一
頁
。

51
︵

︶

伊
関
は
、
後
に
、
こ
の
﹁
予
算
措
置
﹂
の
文
書
に
つ
い
て
、﹁
一
億
ド
ル
と
書
い
て
い
る
が
、
一
億
位
で
す
む
と
は
誰
も
思
っ
て
は
い
な
い
。
私
は
、
こ
れ
で
は
と

52
て
も
ま
と
ま
ら
な
い
、
は
じ
め
か
ら
も
っ
と
大
き
い
数
字
が
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
徐
々
に
数
字
を
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
い
う
考
慮
は
常
に
あ
っ

た
﹂
と
述
懐
し
て
い
る
。
伊
関
佑
二
郎
﹁
日
韓
交
渉
の
回
顧
﹂︵
一
九
六
九
年
一
二
月
三
日
︶、﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
七
﹂、
六
四
頁
。

︵

︶

議
員
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
伊
関
が
帰
り
の
飛
行
機
で
﹁
三
億
ド
ル
﹂
の
必
要
性
を
強
調
し
た
田
中
角
栄
は
、
一
九
六
二
年
一
一
月
の
﹁
大
平
・
金
鍾
泌
メ
モ
﹂

53
に
よ
る
合
意
の
際
、
大
蔵
大
臣
と
し
て
、
政
府
内
で
大
平
の
﹁
決
断
﹂
を
側
面
支
援
し
た
。﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
九
﹂、
日
本
外
交
文
書
、

6-1169-1182、
一
三
四
頁
。

︵

︶

伊
関
に
つ
い
て
、
前
掲
の
読
売
新
聞
の
﹁
時
の
人
﹂
は
、
以
下
の
よ
う
な
﹁
人
物
評
﹂
を
記
し
て
い
る
。
﹁
日
韓
併
合
直
前
の
京
城
に
生
れ
、
東
大
か
ら
外
務
省
に

54
入
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
は
型
ど
お
り
だ
が
後
が
変
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
勤
務
を
振
出
し
に
関
東
軍
司
令
官
兼
駐
満
大
使
植
田
謙
吉
の
秘
書
官
、
北
京
大
使
館
勤
務
当
時

は
派
遣
軍
や
華
北
政
務
委
員
会
と
つ
き
合
い
、
青
島
領
事
と
し
て
終
戦
を
迎
え
た
。
引
揚
後
京
都
終
連
次
長
、
賠
償
庁
を
経
て
公
職
資
格
訴
願
委
員
会
事
務
局
長
と
な

り
、
外
務
省
に
帰
る
前
に
は
警
察
予
備
隊
副
総
監
も
や
り
軍
服
を
着
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
連
絡
局
長
を
経
て
現
職
︵
外
務
省
国
際
協
力
局
長
：
引
用
者
註
︶
に

つ
い
た
訳
だ
か
ら
随
分
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
外
人
と
の
政
治
折
衝
に
関
係
の
あ
る
事
務
を
や
り
遂
げ
た
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
政
治
的
な

腕
も
相
当
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。
人
ざ
わ
り
は
よ
い
が
、
酒
豪
で
い
い
た
い
こ
と
を
は
っ
き
り
い
う
あ
た
り
今
の
外
務
省
で
は
豪
傑
の
部
類
に
入
る
。﹂︵﹁
時
の
人
・
伊

関
佑
二
郎
﹂
﹃
読
売
新
聞
﹄、
一
九
五
三
年
六
月
一
三
日
︶。
第
六
次
日
韓
会
談
の
韓
国
側
首
席
代
表
を
務
め
た
裵
義
煥
に
よ
る
と
、
伊
関
は
、
韓
国
側
か
ら
は
﹁
難
し
い

人
﹂
と
敬
遠
さ
れ
、
日
韓
国
交
正
常
化
の
後
、
自
ら
初
代
駐
韓
大
使
を
﹁
志
願
﹂
し
た
が
、﹁
韓
国
政
府
の
冷
淡
な
反
応
で
挫
折
し
た
﹂
と
い
う
。
裵
義
煥
＊
﹃
麦
峠
は
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越
え
た
が
︱
︱
裵
義
煥
回
顧
録
﹄︵
コ
リ
ア
ヘ
ラ
ル
ド
・
内
外
経
済
新
聞
、
一
九
九
一
︶、
二
〇
〇
頁
。

︵

︶

金
溶
植
﹃
夜
明
け
の
約
束
﹄、
三
四
三
頁
。

55
︵

︶
﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
七
﹂、
一
八
二
～
一
八
三
頁
。

56
︵

︶

伊
関
佑
二
郎
﹁
日
韓
交
渉
の
回
顧
﹂、﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
七
﹂、
一
八
〇
頁
。

57
︵

︶

前
田
利
一
﹁
張
勉
政
権
・
軍
事
政
権
期
に
お
け
る
訪
韓
﹂︵
日
韓
交
渉
史
編
纂
の
た
め
の
外
務
省
内
の
聞
き
取
り
、
一
九
六
九
年
一
二
月
二
五
日
︶、﹁
日
韓
国
交
正

58
常
化
交
渉
の
記
録

総
説
七
﹂、
四
一
～
四
三
頁
。

︵

︶

日
本
外
務
省
の
内
部
資
料
は
、
こ
の
決
議
に
つ
い
て
、﹁
会
談
の
性
急
な
妥
結
を
制
止
す
る
﹂
意
図
を
持
っ
た
も
の
と
評
し
た
。
﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
記
録

59
総
説
七
﹂
、
一
一
三
～
一
一
五
頁
。

︵

︶

金
溶
植
﹃
夜
明
け
の
約
束
﹄、
三
四
五
頁
。

60
︵

︶

吉
村
克
己
﹃
池
田
政
権
・
一
五
七
五
日
﹄︵
行
政
問
題
研
究
所
出
版
局
、
一
九
八
五
︶、
一
九
～
二
二
、
三
二
～
三
三
、
七
五
～
七
六
、
一
一
〇
～
一
一
六
頁；

伊
藤

61
昌
哉
﹃
池
田
勇
人
と
そ
の
時
代
﹄︵
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
五
︶、
一
四
三
～
一
四
五
頁
。

︵

︶
﹁
金
龍
周
﹂﹃
財
界
回
顧
二
﹄、
一
三
一
～
一
三
四
頁
。

62
︵

︶

裵
義
煥
＊
﹃
麦
峠
は
越
え
た
が
﹄、
一
四
四
頁
。

63

︹
付
記
︺
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
︵
Ａ
︶﹁
韓
国
政
府
公
開
資
料
に
よ
る
日
韓
基
本
条
約
の
国
際
共
同

研
究
︱
︱
脱
植
民
地
化
論
理
と
冷
戦
論
理
の
交
錯
﹂
平
成
一
八
年
度
～
平
成
二
一
年
度
︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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